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１　地方創生・人口減少対策の推進について
（内閣官房、内閣府、国土交通省、経済産業省、総務省、財務省、厚生労働省）

　本県においては、国の動きに先駆けて地方創生に積極的に取り組
んできており、平成２７年１０月に富山県版総合戦略「とやま未来創生
戦略」を策定した後も、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
の改訂や、施策評価の実施などを踏まえて毎年見直しを図り、３１年
３月には、多様な人材の確保や移住・ＵＩＪターンの推進、地方大
学を中心とした地域の中核的産業の振興などを盛り込んだ戦略改訂
を行ったところである。
　国では、これまでの地方創生の取組みの成果や課題を正確に調査・
分析し、第１期の総仕上げに取り組むこととされている。富山県と
しては、県民の知恵と力を結集し、本県の自然、文化、産業など、
各地域の特色・強みを活かした持続可能で活力ある未来を創造し、
ひいては日本創生の一翼、一端を担いたいと考えており、次の事項
について格段の配慮を願いたい。

１　次期総合戦略の策定にあたっては、地方の意見等を十分に
反映させ、Society５．０の実現など社会変化を見据えた戦略と
なるよう努めること

２　地方が実施する地方創生に資するSDGs達成に向けた取
組みを支援すること

３　地方がその実情に応じた息の長い取組みを継続的かつ主体
的に進めていくために、地方財政計画の「まち・ひと・しご
と創生事業費（1兆円）」を継続・拡充し、地方の安定的な財
政運営に必要な地方一般財源を十分確保すること

４　地方創生の取組みを深化させるための交付金については、
ハード整備割合や交付上限額の見直し、事業年度が複数年と
なる効果の高い大規模な事業の対象への追加など、地方の意
見等を十分に踏まえて柔軟な運用が可能となるよう制度の改
革・拡充を図るとともに、予算額を少なくとも１，０００億円以上
とし、所要額を十分確保すること

５　東京一極集中や地域間格差は、個々の自治体の努力だけで
は解決できない構造的な問題でもあり、国において、国土構
造の変革のために思い切った政策を展開すること

６「わくわく地方生活実現政策パッケージ」に基づき、移住支
援金や女性・高齢者の就職支援の取組みを引き続き実施し充
実させること

７　地方創生、人口減少対策等に資する税制として、「地方拠点
強化税制」の継続はもとより、オフィス減税や雇用促進税制
の税額控除の拡充など、課税の特例の更なる拡充など制度の
充実を図るとともに、子どもが多いほど有利になる制度や子
育て等に伴う経済的負担軽減に資する制度など、これまでに
ない新たな仕組みを創設すること。また、「地方創生応援税制
（企業版ふるさと納税）」については、企業の税額控除の増に
よる軽減効果の拡大など、さらなる運用改善を図ること
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２　地方大学の振興及び若者雇用について
（内閣官房、内閣府、経済産業省、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省）

　平成１４年に工場等制限法が廃止されて以降、企業や大学の東京２３
区への集中が続いているが、東京は合計特殊出生率が全国で最も低
く、また、世界の首都の中でも最も自然災害リスクが高い。
　国においては、若者の東京一極集中を是正し、地方への若者の流
れを促進するため、昨年６月に公布された「地方大学・産業創生法」
に基づき、地方大学・地域産業創生交付金による地方大学の振興
（キラリと光る地方大学づくり）や中核的産業の振興、東京２３区の
大学等の定員抑制及び若者の雇用機会の創出等を図るとされている。
　これを受け、本県では、産学官の連携による「くすりのシリコン
バレーＴＯＹＡＭＡ」創造コンソーシアムが地方大学や医薬品産業
の振興、専門人材の育成・確保に向けて立ち上げたプロジェクトが、
全国７件のうちの一つとして同交付金の対象に選定されたところで
ある。
　これらを踏まえ、地方が地元大学を中心とした地域の中核的な産
業の振興の促進や専門人材の育成・確保により地方創生を実現する
ため、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　「くすりのシリコンバレーＴＯＹＡＭＡ」創造コンソーシ
アムが取り組むプロジェクトなど、産学官連携による取組み
を重点的に支援する「地方大学・地域産業創生交付金」につ
いては、引き続き、所要額を確実に確保すること

２　地方大学が行う若者の地元定着など地方創生の取組みや、
大学コンソーシアムが行う事業など高等教育機関が連携して
行う取組み等に対する補助事業の創設及び財政的支援の強化
を図ること
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３　「働き方改革」の実現に向けた取組みの強化について
（内閣官房、内閣府、文部科学省、厚生労働省、総務省）

　国では、少子高齢化という課題を克服するため、誰もが生きがい
を持って、その能力を存分に発揮できる社会を創る「一億総活躍の
国創り」に向けた取組みが進められている。
　こうした中、働き方改革関連法の施行を受け、長時間労働の是正
や多様で柔軟な働き方、仕事と生活の調和、労働生産性の向上など
働き方改革を進める必要がある。また、人生１００年時代を迎え、女性
や高齢者等誰もがいつでも学び直すことができ、生きがいを持って
活躍できる社会環境を整えることが重要である。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　働き方改革の推進に係る取組みへの支援
　⑴　同一労働同一賃金原則の導入による非正規労働者や在職

者の処遇改善や長時間労働の是正など働きやすい職場環境
づくりに向けた取組みへの支援及び企業への監督指導の
充実

　⑵　サテライトオフィス勤務や、フレックスタイム、テレワ
ークなど多様で柔軟な働き方の推進への支援の充実及び副
業・兼業の普及啓発の推進

　⑶　女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・公
表及びその実施に係る支援の継続・充実

　⑷　次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
の策定・公表及びその実施に係る支援の継続・充実

　⑸　男性の育児休業や休暇の取得促進に向けた支援の充実
２　多様な働き手の活躍促進への支援
　⑴　人生１００年時代を見据え、学び直しによる労働者の主体的

な能力開発や生産性向上に取り組む企業を支援するため、
人材開発支援助成金の拡充及び地域の産業構造を踏まえた
企業と大学等が連携した学び直しの講座への支援などリカ
レント教育の充実

　⑵　地域の実情を踏まえた人手不足分野等に対する民間委託
訓練コースの実施への支援

　⑶　地域女性活躍推進交付金の継続・拡充など、女性の人材
育成・キャリアアップ、再就職支援等の女性の活躍推進に
向けた取組みへの支援の充実

　⑷　意欲ある高齢者の就業促進、企業における人材確保のた
めの国と地方自治体による一体的実施事業の充実及び生涯
現役促進地域連携事業の代替として地方が実施する事業へ
の支援

　⑸　障害者雇用ゼロ企業をはじめとした法定雇用率未達成企
業に対する障害者雇用に向けた支援及びジョブコーチ支援
の充実など障害者の就労促進策の充実・強化
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４　移住・ＵＩＪターン就職の促進と人材の確保の
　　充実について
（内閣官房、内閣府、総務省、国土交通省、厚生労働省、経済産業省、文部科学省）

　本県では、北陸新幹線の開業と国の地方創生を最大限活かし、首
都圏をはじめ県外からの移住・ＵＩＪターン就職の促進に取り組ん
でいる。なかでも、２０代・３０代の若い世代を中心に現役世代の移住
者が大半を占めることから、暮らしと仕事の一元的な相談体制を整
備している。
　平成３１年度は、大都市圏から県内への移住・定住をより積極的に
推進するため、「移住・ＵＩＪターン促進課」を新設し、また、学生
や社会人をはじめ女性、高齢者等の多様な求職者と人手不足対策が
急がれる県内企業に対し、ワンストップで人材のマッチングを支援
する「富山県人材活躍推進センター」を新設するなど、人材の確保
育成に総合的かつ機動的に取り組むため、体制の強化を図ったとこ
ろである。
　一方で、少子高齢化・人口減少の進行により、労働力の減少が見
込まれること等から、大都市圏の若者や女性などの移住・ＵＩＪタ
ーン就職を一層推進することにより、高度専門人材を含め、本県産業
を支える企業が必要とする人材を確保できるよう、引き続き支援す
る必要がある。ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　地方での新しい働き方やクリエイティブ産業等の雇用を創
出するため、サテライトオフィスの開設・誘致に向けた取組
み及び首都圏等の人材が地方において副業・兼業を行う先進
的な取組みへの支援

２　移住支援金制度による地方への移住・ＵＩＪターン就職の
促進をはじめ、首都圏等から地方へ人を呼び込むための施策
を積極的に展開できるよう、地方創生推進交付金など財政措
置の拡充強化を図ること

３　地方人材還流促進事業など、移住・ＵＩＪターン希望者を
掘り起こす事業において、地方との緊密な情報交換や学生等
のニーズに沿ったイベントの開催などの連携強化

４　地方創生インターンシップ推進プラットフォームを活用し
た地方のインターンシップ情報の効果的な発信及び地方と首
都圏等の大学との連携体制の構築並びに積極的に地方創生イ
ンターンシップに取り組む首都圏大学への支援

５　プロフェッショナル人材事業の財源の確保に加え、地域活
性化雇用創造プロジェクトの継続など、地域の産業を支える
良質で安定した人材確保の支援

６　地方自治体が行う奨学金返還助成制度について、日本学生
支援機構等と連携した学生に対する周知の充実
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５　国土強靱化と地方創生のための「日本海国土軸」
　　の形成について

（内閣官房、国土交通省、経済産業省、総務省、農林水産省）

　日本海沿岸地域は、豊かな自然や文化、優れた人材に恵まれるな
ど、極めて高い発展の可能性を有している。また、対岸諸国に対し
地理的優位性を有し、環日本海・アジア諸国との経済・文化等の交
流が活性化し、環日本海交流圏の形成が進みつつある。
　しかし、太平洋沿岸地域に偏った一極一軸型の国土構造は是正さ
れず、日本海沿岸地域と太平洋沿岸地域の格差解消は大きな課題で
ある。
　こうした中、平成２６年６月に閣議決定された「国土強靱化基本計
画」や７月に策定された「国土のグランドデザイン２０５０」、平成２７年
８月の「新たな国土形成計画（全国計画）」において、日本海側と太
平洋側の連携強化や、日本海・太平洋２面活用型国土の形成が提唱
された。なお、「国土強靭化基本計画」は、昨年１２月、近年の災害の
教訓等を踏まえて見直され、特に緊急に実施すべき「防災・減災、
国土強靭化のための３か年緊急対策」とともに閣議決定されたとこ
ろである。
　また、国においては、一億総活躍社会の実現を目指し、地方創生
や地域経済の活性化に向けた本格的な取組みが進められている。
　ついては、太平洋側のリダンダンシーの確保、災害に強い多軸型
の国土づくり、地域経済の発展、東京一極集中の是正の観点から、
日本海沿岸地域を戦略的に位置付け、道路・港湾・空港などの社会
資本整備等による「日本海国土軸」の形成を早急に進めるため、次
の事項の実現について格段の配慮を願いたい。

１　東海道新幹線の代替補完機能の確立及び広域観光や地方創
生等に資する「新ゴールデン回廊」形成の重要性等に鑑み、
日本海国土軸の形成に必要不可欠な国家プロジェクトである
北陸新幹線の金沢・敦賀間の令和4年度末の確実な開業と更
なる前倒し開業を含む早期開業、環境アセスメントの速やか
な推進と令和１２年度末の北海道新幹線・札幌開業頃までに大
阪までの早期全線整備

２　東海北陸自動車道のトンネル区間を含む全線4車線化など
太平洋側と日本海側をつなぐ高規格幹線道路等の整備促進

３　中央岸壁（水深１４m）の整備促進や国際物流ターミナル北
4号岸壁の延伸、北防波堤及び伏木港大橋の老朽化対策など、
日本海側の「総合的拠点港」伏木富山港の機能強化

４　富山―羽田便の便数維持及び利便性向上、関西・九州・沖
縄などへの新規路線開設、国際路線の開設及び利用促進並び
にＬＣＣやリージョナルジェットの活用等の国内外の航空ネ
ットワークの充実による富山きときと空港の機能強化

５　エネルギーの安定供給や日本海沿岸地域の産業・経済活性
化に資する、日本海沖のメタンハイドレート等海洋エネルギ
ー資源の開発や水素エネルギー活用の促進などエネルギー基
盤整備の推進

６　日本海沿岸地域を「日本海国土軸」の形成や「環日本海交
流」の推進、更には自然、文化、産業が調和した「緑の国土
軸」としても創生するため、森林等の緑地資源や自然・文化
資源の保全・活用、都市との交流連携、地方への移住の促進
を図る施策の推進
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６　国民保護及びテロ対策の推進等について
（内閣官房、総務省、厚生労働省、警察庁）

　国民保護制度が対象とする武力攻撃事態等は、国の外交政策、防
衛などと密接に関連するものであり、現行法制も、国が基本的な責
任を担うべきことを明示するなど、国の役割・責任は極めて重い。
　また、北朝鮮によるミサイル発射や核実験の実施など、その脅威
は依然として存在しており、挑発行為があった場合、国が覚知した
緊急情報について迅速かつ的確に伝達される必要がある。
　県・市町村は国が定めた基本方針に基づいて、国民保護計画を策
定し、住民への普及啓発、訓練などに取り組んでいるところである
が、国民の間の国民保護に対する認知度は依然として低い状況にあ
る。
　また、これまで国との共同による訓練を毎年開催しており、令和
元年度は国との共同による図上訓練を実施する予定であるなど、国
民保護訓練に積極的に取り組んでいるところであるが、今後より一
層、対応力の向上に努めることが重要である。
　さらに、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開
催を見据え、本県においてもテロの未然防止及びテロへの対処能力
の強化が求められている。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　国民の理解と協力を得るための普及啓発の推進
２　これまでの国と都道府県による国民保護共同訓練の成果を
ふまえたマニュアルの整備や技術的助言など、地方において
実施する国民保護訓練への一層の支援

３　ＮＢＣ攻撃に対処するための大型除染システム等の資機材
整備や天然痘ワクチン等の備蓄の充実

４　生化学防護服等のテロ対処資機材の増強配分
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７　中山間地域の活性化について
（内閣官房、内閣府、総務省、農林水産省、文部科学省、国土交通省、環境省）

　山村過疎地域等を含めた中山間地域（以下「中山間地域」）におい
ては、少子・高齢化や都市部近郊への人口流出、産業の衰退による
地域社会の活力低下、農林業の担い手不足による耕作放棄地の増加、
さらには、買い物や交通といった生活機能の低下など、集落の維持
が深刻な状況に直面している。
　こうした地域においては、「過疎地域自立促進特別措置法」等に基
づき、生活基盤の整備のほか、生活物資や移動手段の確保、医療、防
災、除雪など住民の安全・安心な暮らしの確保を図るための施策を
推進しているところであるが、地域コミュニティにおける運営組織
の育成やコミュニティビジネスの創出等、地域の実情に応じた規制
緩和を含めてさらなる総合的かつ積極的な支援が必要となっている。
　このため、県では平成３１年３月に「中山間地域における持続可能
な地域社会の形成に関する条例」が制定されるとともに、機構改革
を実施し、中山間地域対策の専門部署を新たに設けたところである。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　国土の保全、水源の涵養、貴重な郷土文化の継承等の様々
な多面的機能を持つ中山間地域において、生活物資や移動手
段の確保、医療、防災、除雪などの住民の安全・安心な暮ら
しが維持されるよう、県や市町村等が行う各種施策に対して、
国が責任をもって財源措置を講じること

２　人口減少や高齢化、担い手不足などの厳しい状況に置かれ
ている中山間地農業の再生や所得向上に向けた総合的な支援
の継続と予算の十分な配分

３　県、市町村、NPO法人等の多様な主体が行うグリーン・
ツーリズムや滞在型・体験型観光、小中学生が農山漁村で長
期宿泊体験を行う「子ども農山漁村交流プロジェクト」等の
交流人口拡大施策に対する財政措置を充実させること

４　地域を支える担い手が不足する中山間地域において、地域
コミュニティの維持・活性化に向けた取組みが喫緊の課題と
なっている。このことから住民主体での地域の未来像を話し
合う取組みとともに、地域を支える外部人材等との協働した
取組みやそれらの人材育成などの支援に対し、財政措置を充
実させること

５　現行の過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月末で法
期限を迎えるため、引き続き、過疎地域の振興が図られるよ
う新たな過疎対策法を制定すること
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８　総合的な少子化対策の推進について
（内閣府、厚生労働省、文部科学省、総務省）

　少子化の急速な進行は、地域社会の活力低下などを招くほか、子
どもたちがお互いにふれあう環境が失われるなど、子どもたち自身
も健全に育ちにくい社会となること等が強く懸念されている。
　このため、本県においては、子育て支援・少子化対策条例に基づ
き、地域が一体となって、結婚から妊娠・出産、子育てまでの一貫
した切れ目のない少子化対策に取り組んでいるところである。
　ついては、こうした地域の実情に即した総合的な少子化対策の取
組みが、円滑に推進できるよう、次の事項について格段の配慮を願
いたい。

１　地域の実情に応じた少子化対策、子育て支援を行うため、
　⑴　教育・保育の質の向上や量の拡充に資する子ども・子育

て支援新制度の安定的な運営に必要な財源の確保
　⑵　放課後児童クラブや病児保育等の補助制度の拡充や子育

て支援センター等の運営支援など地域子ども・子育て支援
事業の充実

　⑶　認定こども園・保育所等の整備や、保育教諭・保育士の
さらなる処遇改善など人材の確保・定着を図るための支援
の継続・充実

　⑷　地域少子化対策重点推進交付金の拡充など、結婚から妊
娠・出産、子育てまでの一貫した切れ目のない少子化対策
の実施に対する支援の継続・充実

２　生まれ育った環境に左右されることなく、子どもたちが健
やかに育つため、

　⑴　「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」を踏まえた、
児童相談所や市町村の体制・専門性の強化に係る財政措置
などの支援の充実・強化

　⑵　里親委託や、児童養護施設等の多機能化・小規模化など、
県が策定する社会的養育推進計画に基づく取組みに対する
財政支援などの充実・強化

　⑶　ひとり親家庭等に対する教育・経済・生活・就労支援の
強化、子どもの貧困の実態調査の実施と情報提供、地方が
取り組む子どもの貧困対策への継続的な財政支援などの充
実・強化

３　子育て家庭や子どもを望む家庭の経済的負担を軽減するため、
　⑴　必要な安定的財源を国の責任で確保した上で、0歳から

2歳児の保育料無償化の対象拡大
　⑵　子どもの新たな医療費助成制度の創設及び国民健康保険
制度の国庫負担減額調整措置を未就学児に限らずすべて廃止

　⑶　不妊治療への経済的支援の拡充と、不育症の普及啓発及
び治療にかかる助成制度の創設

４　企業における子育てしやすい職場環境の整備を促進するため、
　⑴　次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画

の策定・公表及びその実施に係る支援の継続・充実
　⑵　男性の育児休業や休暇の取得促進に向けた支援
　⑶　不妊治療の治療日数に応じた休暇制度や時間単位年次有

給休暇の企業への導入促進
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子育て家庭

地
域
の
福
祉
力
を
活
用
し
た
子
育
て
力
の
向
上

富山県の主な少子化対策・子育て支援施策

子どもの居場所確保

多様な育児サービスの提供

カウンセリング・相談

国による施策の推進と地方の取組みへの支援

○県民一体となっ
た機運の醸成

○地域の実情に応じた少子化対策、子育て
支援実施にあたっての配慮

○児童虐待防止対策やひとり親家庭
等の自立支援策の充実強化

○子育て家庭の経済的負担の軽減

○雇用環境の整備

経済的負担
の軽減

職場環境の整備

男女の出会いの場づくり

「とやま子育て応
援団」事業の展開
　民間企業等の協賛
を得て、子育て家庭
に対する優待制度の
実施や県民への啓発
活動を実施

両親共働きの子どもを対象に行わ
れてきた従来の制度に加え、子ど
も全体を対象とした多様な形態の
子どもの居場所づくりを推進

従来の保育サービスに加え、地域
で支援したい人と支援を受けたい
人をつなげるサービスなど、ＮＰ
Ｏ、ボランティアなどによる多様
な保育サービスを提供

育児に関する活きた情報が得ら
れ、気軽に相談できる地域の仕組
みづくりを促進

出産・子育てに
伴う医療費など
の負担を軽減

結婚を希望する男女の出会い
の場づくりを積極的に推進

次世代育成支援対策
推進法に基づく一般
事業主行動計画の策
定支援や、子育て支
援に積極的な企業の
モデル認定などの取
組みを通じて、仕事
と子育ての両立支援
に向けた就業環境の
整備を促進

・教育・保育の質の向上や量の拡充に資する子ど
も・子育て支援新制度の安定的な運営に必要な
財源の確保

・放課後児童クラブ、病児保育等補助制度の拡充
・子育て支援センター等への運営支援
・保育所等の整備に必要な財源の確保・充実
・幼保連携型認定こども園に係る施設整備の内閣
府への一元化

・保育士等のさらなる処遇改善や保育士・保育所
支援センターなど人材の確保・定着のための支
援の継続・充実

・地域少子化対策重点推進交付金の拡充など、結
婚から妊娠・出産、子育てまでの一貫した切れ
目のない少子化対策の実施に対する支援の継
続・充実

・「児童虐待防止対策体制総合強化プラ
ン」の推進による児童相談所や市町村
の体制強化等

・里親委託の推進や児童養護施設等の小
規模化など、社会的養育の充実に向け
た支援

・ひとり親家庭等の就業支援等の自立支
援策の強化

・子どもの貧困対策の推進

・必要な安定的財源を国の責任で確保した上で、 0歳から 2歳児
の保育料無償化の対象拡大

・子どもの新たな医療費助成制度の創設及び国民健康保険制度の
国庫負担減額調整措置を未就学児に限らずすべて廃止　

・不妊治療への経済的支援の拡充と、不育症の普及啓発及び助成
制度の創設

⎧
｜
⎩

⎧
｜
⎩

⎧
｜
｜
⎩

⎧
｜
｜
⎩

⇨子どもの数に関係な
く所得が一定

多子世帯に係る所得要件の緩和
（子どもが 3人以上の世帯にお
ける所得基準の引き上げ）

⎧
｜
｜
｜
⎩

⎧
｜
｜
｜
⎩

⇨
⎧
｜
｜
｜
⎩

⎧
｜
｜
｜
⎩

新たな助成制度の創設
国保制度の国庫負担減額調
整措置を未就学児に限らず
すべて廃止

医療保険制度
0～未就学児： 2割負担
（未就学児までの医療費助成に係
る国保国庫負担減額調整措置を行
わない）

⎧
｜
｜
｜
⎩

⎧
｜
｜
｜
⎩

⇨
⎧
｜
｜
｜
⎩

⎧
｜
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｜
⎩

国の幼児教育の無償化
3～ 5歳：すべて無償化
0～ 2歳：住民税非課税
　　　　　世帯のみ

0～ 2歳児の無償化の対象
拡大
（所得制限の引上げ等）
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｜
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｜
⎩

⎧
｜
｜
｜
｜
⎩
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⎧
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⎩

特定不妊治療費助成制度
・ 1回15万円（一部7.5万円）
・初回助成額30万円
・男性不妊治療
　（15万円　初回のみ30万円）

不妊治療への経済的支
援の拡充
不育症の普及啓発及び
治療にかかる助成制度
の創設

・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の
策定・公表及びその実施に係る支援の継続・充実
　（従業員100人以下の事業所も含めた助成制度の充実）
・男性の育児休業や休暇の取得促進に向けた支援
・不妊治療の治療日数に応じた休暇制度や時間単位年次有給
休暇の企業への導入促進
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９　北方領土の早期返還に向けた外交交渉の
　　推進と交流事業等の充実・強化について

（内閣府、外務省、文部科学省）

　北方領土は、私たちの祖先が切り拓いた我が国固有の領土であり、
日ロ両国間の真の友好関係を樹立するためにも早期に解決しなけれ
ばならない極めて重要な課題である。
　とりわけ本県は、歯舞群島等での昆布漁の漁場開発に取り組んだ
ことから、北方四島からの引揚者が北海道に次いで多く、その早期
返還は県民の悲願である。
　こうしたなか、昨年１１月に行われた日ロ首脳会談では、日ソ共同
宣言を基礎として平和条約交渉を加速させることで合意したが、そ
の後の外交交渉では、日本とロシアの双方が受入可能な解決策を見
出すための共同作業を力強く進めていく決意が確認されるに留まり、
北方領土返還に向けた具体的な進展は見られていない。
　領土問題の解決には、国民世論の結集や国民同士の対話と交流の
積み重ねが重要であることから、国におかれては、早期返還に向け
て、着実に外交交渉を進められるとともに、次の事項について格段
の配慮を願いたい。

１　早期返還に向けた毅然とした外交の推進と返還要求運動の
更なる充実並びに国民世論・国際世論の高揚を図るための啓
発等の強化

２　北方領土教育の一層の充実や青少年交流の拡大など次世代
後継者の積極的な育成

３　国の四島交流事業における本県関係者の継続的な訪問や出
入域手続の簡素化
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１０　地方分権改革の推進について
（内閣府、総務省）

　地方分権改革については、これまでの累次にわたる一括法の成立
により、国から地方への事務・権限の移譲や義務付け・枠付けの見
直しなど、その具体化に向けた取組みが進められている。
　こうした取組みの推進にあたっては、地方の実情を十分に反映し、
地方の自立と地域間格差の是正のバランスのとれた、真に国民の幸
せにつながる地方分権が推進されるような措置が適切に講じられる
必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　地方分権改革の推進において、地方の提案により事務移譲
などの制度改正を進める「提案募集方式」については、地域
の声を尊重し着実に実行すること

　　また、既に見直しが実施された項目についても、従うべき
基準を参酌基準化するなど、さらなる見直しを行うこと

２　「国と地方の協議の場」の運営にあたっては、地方に関す
る重要施策が、十分な協議のないまま実行されることがない
よう、時機を逃さず弾力的に開催し、地方の意見を適切に反映
させるよう努めるとともに、地方の実情を踏まえた政策を立
案、推進するため、地方税財政や社会保障などの特に重要な
テーマについては担当大臣が参画する分科会を設置すること
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１１　地方消費者行政の推進のための支援の充実について
（消費者庁、総務省）

　本県では、地方消費者行政強化交付金等を活用し、市町村と連携
して消費生活相談窓口の機能強化を図るとともに、「富山県消費者教
育推進計画」に基づき、消費者教育・啓発活動の重点的な展開に取
り組んでいるところである。
　また、環境教育や特殊詐欺未然防止など喫緊の課題をはじめ、食品
ロス削減など環境や人、地域に配慮した消費行動の推進についても、
交付金を活用して本県独自の取組みを実施しているところである。
　今後、団塊の世代が７５歳を迎え、高齢化が一層進行することや、
成年年齢の引下げの動きに伴い、判断力が低下した高齢者や社会経
験の少ない若年層の消費トラブルの増加が懸念されており、消費者
被害防止のため、相談窓口の強化や高齢者や若者に対する消費者教
育を一層進めていく必要がある。
　ついては、地方における消費生活相談体制の充実・強化や、消費
者教育の展開により消費者行政を一層推進するため、次の事項につ
いて格段の配慮を願いたい。　

　国・地方双方の責任において、消費者相談窓口の維持、拡充
を行い消費者教育を推進するため、地方消費者行政強化交付金
の継続等引き続き必要な財源措置を講ずるとともに、制度の改
善を図ること
⑴　強化事業の対象については、国として取り組むべき重要な
消費者政策に限られていることから、地方の実情に応じて柔
軟に活用できるよう使途の拡充や補助率の嵩上げを図ること

⑵　推進事業に必要な予算を充分に確保するとともに、個別事
業ごとに設けられた活用期間の延長や支出限度額の撤廃等を
図ること
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１２　交番等における安全対策の強化など地域住民の
　　安全・安心の確保について

（警察庁、文部科学省）

　本県では、昨年６月に富山中央警察署奥田交番、本年１月に富山
西警察署池多駐在所が襲撃されるなど、地域の安全・安心を脅かす
凶悪な事件が相次いで発生し、奥田交番事件では、奪われた拳銃が
小学校周辺で使用されたことから、周辺住民はもとより多くの県民
が強い不安を覚えている。
　こうしたことから、本県では交番・駐在所の安全対策や防犯カメ
ラの緊急整備のほか、各学校の危機管理マニュアルが実効性あるも
のとなるよう緊急点検を行うなど対策を講じているところであるが、
国においても、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　現場執行力を強化するため、耐刃防護衣の軽量化など装備
資機材の改良・開発

２　警察活動の一層の質的向上を図るため、AIなどの先端技術
の活用

３　学校や通学路における子供の安全確保のため、安全教育を
促進する施策の充実及び財政支援の拡充

４　公立学校の安全体制を確保するため、防犯対策の施設整備
に対する財政支援の拡充
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１３　交通安全施設の更新整備について
（警察庁）

　本県では、交通安全施設の多くが老朽化しており、信号機の滅灯
や灯火の異常表示等、故障のリスクが高まっている。万一、こうし
た故障が発生した場合、交通事故や交通渋滞等、県民の日常生活に
大きな影響が生じるおそれがある。
　一方、滋賀県大津市内において、園児が多数死傷する交通事故が
発生したことを受け、道路交通環境の整備による歩行者等の交通事
故防止対策も重要となっており、必要に応じて、信号機に右折矢印
を設置するなどの高度化対策を講ずる。
　そのため、引き続き、安全・安心な道路交通環境の整備に努めて
いくこととしており、国においても、老朽化した交通安全施設の更
新及び高度化の整備について、格段の配慮を願いたい。
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１４　犯罪被害者等支援の推進・充実について
（警察庁、内閣府）

　犯罪のない誰もが安心して暮らせる社会の実現は、国民すべての
願いであるが、ある日突然、犯罪や交通事故等に巻き込まれるとい
った事件が後を絶たず、犯罪等の被害者やその家族、遺族の多くは、
様々な困難に直面することが少なくない。
　このため、本県においては、平成２９年４月に施行された「富山県
犯罪被害者等支援条例」に基づき、関係機関等との連携の下、犯罪
被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進しているが、
多種多様な犯罪による被害者等に対して適切な支援を行うためには、
被害者支援に関する専門的知識や技能を有する人材の育成が必要で
ある。
　また、「第４次男女共同参画基本計画」に基づき、平成３０年３月、
「性暴力被害ワンストップ支援センターとやま」を開設し、性暴力
被害者等に対する支援を行っているが、人材の確保・育成や関係機
関との連携などにより安定的な運営が必要である。
　ついては、犯罪被害者等支援の推進と充実を図るため、次の事項
について格段の配慮を願いたい。

１　犯罪被害者等支援を担う人材を養成するための体系的な研
修制度の構築

２　性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
の運営や機能の強化を図るための十分な財源の確保と財政支
援の大幅な拡充
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１５　（仮称）富山南警察署の新築整備について
（警察庁）

　本県警察では、治安情勢に一層迅速かつ的確に対応できる体制を
構築し、初動対応力や夜間警備力の強化などを図るため、平成２５年
８月に、富山市内の４警察署を３警察署体制とする「富山市内警察
署再編計画」を策定した。
　この再編計画に基づき、富山市南部地域を管轄する（仮称）富山
南警察署の新築整備に取り組んでおり、敷地造成工事、庁舎建設に
係る基本・実施設計を終え、現在、庁舎建設工事に係る発注事務を
進めているところであり、６月県議会での議決を経て、本年７月か
ら建設工事に着手することとしている。
　ついては、（仮称）富山南警察署の新築整備に係る財源措置につい
て格段の配慮を願いたい。
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１６　「連携中枢都市圏」への支援について
（総務省）

　本県では、平成２８年１０月、西部６市において、「とやま呉西圏域都
市圏」が形成され、子ども医療費助成の給付方法の統一化、企業誘
致に向けた首都圏企業とのビジネス交流交歓会の開催、移住・定住
支援など様々な分野で連携事業に取り組んでいるところである。
　また、平成３０年１月には、富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立
山町において「富山広域連携中枢都市圏」が形成され、医療、福祉、
教育など公共サービスの利用対象の拡大、新たな滞在型周遊ルート
の造成など様々な分野で連携事業に取り組んでいるところである。
　県としても、連携中枢都市圏をはじめ、市町村の連携事業につい
て財政的に支援する制度を設けているところである。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　連携中枢都市圏の取組みに対する財政措置の安定的な確保
及び充実

２　連携中枢都市圏等の取組みに対し、都道府県が支援する場
合の地方交付税等による財政措置の創設
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１７　地方分権実現のための安定した地方税財政制度等
　　の確立について （総務省、財務省）

　地方創生・人口減少対策をはじめ、経済産業の振興・雇用対策、
子育て支援、医療・介護の充実、人づくり、力強い農林水産業の実
現、国土強靱化のための防災・減災事業など地方の増大する役割に
対応し、地方分権改革を実現していくために、次の事項について格
段の配慮を願いたい。

１　増嵩する社会保障関係費はもとより、地方が責任をもって、
地方創生・人口減少対策をはじめ、防災・減災事業など地方
の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担えるよう、
地方の財政需要を地方財政計画に的確に反映し、安定的な財
政運営に必要な地方一般財源総額を確保・充実すること

２　地方交付税の総額を拡充するとともに、財源保障機能と財
源調整機能の維持・充実を図ること。また、臨時財政対策債
については、廃止や地方交付税の法定率の引上げも含めた抜
本的な見直しと償還財源の確実な確保に努めること

３　幼児教育の無償化等に伴う地方負担については、地方一般
財源総額の同水準ルールの外枠で歳出に全額計上し、必要な
財源を確実に確保すること

４　会計年度任用職員制度の導入にあたり、期末手当の支給な
ど制度改正に伴う財政需要の増加やシステム改修等に要する
経費について、十分な地方財政措置を講ずること

５　我が国の厳しい財政状況や急速に進む少子高齢化という現
状を踏まえ、令和元年１０月1日に予定されている消費税・地
方消費税率の8％から１０％への引上げを確実に行うこと
　　また、消費税・地方消費税率引上げに伴う需要変動の平準
化に向けた取組みとして、今後の国の予算の編成などにおい
て、地方の財政運営に支障が生じないよう十分留意しつつ、
地方経済の活性化に十分配慮した総合的かつ積極的な実効性
のある経済対策を国の責任において講ずること

６　消費税・地方消費税率１０％段階に施行される法人住民税法
人税割の交付税原資化による偏在是正措置及び特別法人事業
税・譲与税の創設による新たな偏在是正措置を確実に実施す
ること

　　なお、偏在是正措置により生じる財源については、その全
額を地方財政計画に歳出として新たに計上することなどによ
り、地方税財政制度全体として、より実効性ある偏在是正措
置とすること

７　地方法人課税について、収入金額課税は、受益に応じた負
担を求める課税方式として、長年にわたり外形課税として定
着し、地方税収の安定化にも大きく貢献していることから、
同制度を堅持すること

８　ゴルフ場利用税は、アクセス道路の整備・維持管理、廃棄
物処理、地滑り対策等の災害防止対策、救急等特有の行政需
要に対応していること、また、都道府県・市町村にとって貴
重な財源となっていることから、厳しい地方団体の財政状況
を踏まえ、引き続き、現行制度を堅持すること



―　　―１９

１８　５Ｇ・ＩＣＴインフラの整備促進について
（総務省）

　第５世代移動通信システム（５Ｇ）の利活用は、地方創生、地域
経済の活性化に大きな可能性を秘めているとされている。また「未
来投資戦略２０１８」において、「Society５．０」の社会実装を地域でも加
速させるため、その基盤となる５Ｇや光ファイバ網等のＩＣＴイン
フラの地域展開や、ＣＡＴＶネットワークの光化などの通信環境の
高度化を推進することとされている。
　しかしながら、国は、５Ｇ基地局の整備は事業者に委ねる方針を
示しており、地方や中山間地域は後回しにされることが懸念されて
いる。また、ＣＡＴＶネットワークの光化については、多額の経費
がかかることから、特に、自治体所有設備の光化が進んでいない。
　５Ｇ基地局については、国の責任により地域間の偏在が生じない
よう整備する必要がある。さらに、５Ｇ基地局間を結ぶ光ファイバ
網の早期整備やＣＡＴＶネットワークの光化のための財政的支援に
加え、５ＧやＩＣＴインフラの地域展開に対して意欲ある自治体に
対する財政的、技術的支援を行う必要がある。
　ついては、次の事項について格段のご配慮を願いたい。

１　国主導による地域間の偏りのない５Ｇ基地局の整備

２　5Ｇ基地局間を結ぶ光ファイバ網の早期整備やＣＡＴＶネッ
トワークの光化のための財源の十分な確保と補助要件の緩和

３　5Ｇ・ＩＣＴインフラの地域展開に対する財政的、技術的
支援
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１９　外国人材活躍・多文化共生の推進について
（法務省、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省）

　本県においては、県内の外国人住民が近年増加していることや、
入管難民法の改正など、外国人住民を取り巻く環境が大きく変化し
ていることなどを踏まえ、「富山県外国人材活躍・多文化共生推進プ
ラン（仮称）」の策定を進めているところである。
　昨年１２月には、国において、外国人材の適正・円滑な受入れの促
進と、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備の推進のため、
「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（総合的対応策）」が
取りまとめられ、それに基づく具体的な取組みも始まっている。
　富山県としては、今後も、国や市町村等と連携して、外国人材が
活躍する受入企業への支援とともに、外国人の地域への受入れ環境
の整備を図りたいと考えており、次の事項について、国の責任にお
いて、取り組まれるよう格段の配慮を願いたい。

１　大都市その他の特定の地域に特定技能の外国人が過度に集
中することなく、地域の人手不足に的確に対応し、地域が持
続的に発展できるよう、実効性のある施策を国が責任を持っ
て実施すること

２　首都圏等の外国人留学生を地方に還流させる取組みやアジ
ア等海外の優秀な人材を地方の企業に受け入れる取組みへの
支援を行うこと

３　外国人に対する行政・生活情報の多言語化や日本語教育な
ど、多文化共生社会の実現に向けた取組みを、地方自治体が
計画的かつ総合的に実施することができるよう、財政措置を
充実すること

４　日本語指導が必要な外国人児童生徒への支援のため、教員
の定数措置を充実すること

５　外国人の雇用の安定に向け、就労に必要な日本語等の研修や、
日本語能力に配慮した職業訓練の更なる充実に努めること
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２０　地震防災対策をはじめとする自然災害対策の
　　充実・強化について
（内閣府、総務省、消防庁、文部科学省、国土交通省、気象庁、農林水産省、環境省）

　東日本大震災や熊本地震、各地の火山活動の教訓を踏まえ、本県では、
富山県地域防災計画を見直すとともに、津波災害警戒区域の指定や火山ハ
ザードマップの作成を行うなど、地震・津波・火山対策の拡充強化に取り
組んでいる。
　国において日本海地震・津波調査プロジェクトの研究成果や都市圏活断
層図が公表されたが、研究成果等について速やかに地震調査研究推進本部
において評価・公表し、地震・津波対策をより一層推進していただく必要
がある。
　また、弥陀ヶ原（地獄谷）については、平成２８年１２月に「常時観測火山」
に追加されたが、立山は年間約１００万人が訪れる観光地であることや、国
立公園であることなどを踏まえ、国においても監視・観測体制の強化や情
報伝達の充実など、観光客や登山者の安全対策を着実に講じていく必要が
ある。
　さらに、学校や防災拠点となる庁舎などの施設や木造住宅の耐震化、消
防団の充実強化を進めていくためには、国の支援が十分になされる必要が
ある。
　加えて、本県では、これまでも集中豪雨などにより県内各地において甚
大な被害が生じており、洪水対策に引き続き取り組んでいく必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　断層に関する調査研究等の推進
　⑴　地震調査研究推進本部が調査した主要活断層のうち、補完調査
等のされていない魚津断層帯や砺波平野断層帯東部などの補完調
査等の実施

　⑵　日本海地震・津波調査プロジェクトや国土地理院の都市圏活断
層図で新たに確認された断層の実態に関する地震調査研究推進本
部としての調査・分析の推進

　⑶　地震調査研究推進本部による地震規模や発生確率に関する長期
評価等の早期公表

２　津波対策の推進
　⑴　津波による被害を軽減するための観測体制の強化
　⑵　津波の規模等の予測精度の向上などに関する調査研究の推進
　⑶　堆積物調査などによる過去の津波調査の実施
　⑷　海岸堤防や避難拠点施設などの整備に対する財政支援
３　弥陀ヶ原の火山防災対策の推進
　⑴　水蒸気噴火の兆候の早期把握のため、総合観測点や広帯域地震
計の設置など火山監視・観測体制の充実強化

　⑵　外国人も含めた観光客や登山者に対する分かりやすい情報提供
など、火山防災情報の伝達について充実強化

　⑶　火山避難計画や火山防災マップの策定等の火山防災対策の取組
みに対する技術的・財政的支援

　⑷　自然環境や景観に配慮した退避壕（シェルター）等を整備する
とともに、山小屋（民間施設）を含めた避難施設への財政支援措
置の拡充

４　災害に強い公立学校施設の整備の促進
　⑴　学校の耐震化や防災機能の強化を推進するための予算の確保
　⑵　避難所機能の整備に係る国庫補助の拡充
５　私立学校の耐震補強工事について、公立小中学校と同様の国庫補
助率へ引き上げるとともに、Is値０．３以上の建物について、Is値０．３
未満と同様の国庫補助率へ引き上げること
６　木造住宅の耐震化を促進するための予算の確保
７　消防団の充実強化を図るための消防団活動に協力的な事業所に対
する財政支援
８　高精度レーダー網等を活用した高度な洪水予測システムの早期運用
９　緊急防災・減災事業については、恒久化のうえ、地方の実情を踏
まえ、事業枠の拡充等を図ること
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２１　少人数教育の充実等の教職員定数改善等について
（文部科学省、総務省）

　学校教育を取り巻く複雑化・多様化する課題に的確に対応するた
め、教職員配置の充実が急務となっている。
　こうしたなか、国においては、小学校２年生の３５人以下学級は引
き続き加配定数を活用した措置とした一方、他の加配定数の一部を
平成２９年度から１０年間で基礎定数化することとされた。
　また、教員と教員以外のスタッフがそれぞれの専門性を発揮し、
チームとして学校を運営する体制の整備が必要である。
　本県では、少人数指導と少人数学級の組合せによる充実した少人
数教育など、学校教育への多様なニーズに対応した、きめ細かな教
育を積極的に推進している。小学校３、４年生では３５人学級選択制
を実施しており、併せて、少人数指導が後退しないよう、県単独の
講師の配置についても、予算措置したところである。
　また、教員の大量退職に伴う大量採用が今後も続く中、初任者の
指導力向上は急務である。本県は、学校数の少ない市町村が多く、
また、小規模校も多いことから、国が示す初任者６人に１人の定数
配置では初任者を配置する市町村や学校に偏りが生じるため、実質
的に初任者４人に１人の定数配置となるよう国の措置に加え、県単
独予算による指導教員を配置して初任者指導の充実を図っている。
　ついては、地方の実情を十分に踏まえて、次の事項について格段
の配慮を願いたい。

１　少人数教育を確実に推進するため、地方の実情を十分聞き
ながら学級編制の標準の見直しを進め、新たに少人数指導等
を含む教職員定数改善計画を策定するとともに、その実施に
あたっては、純増での定数改善と財源確保を図ること

２　多様な教育ニーズに対応するための教職員配置等を充実す
ること

　⑴　少人数指導など指導方法の改善のための定数措置
　⑵　理数教育等の充実のための定数措置
　⑶　外国人児童生徒への支援のための定数措置
　⑷　いじめ、不登校等に係る生徒指導に伴う定数措置
　⑸　統合校の運営を安定させるための経過的な定数措置
　⑹　補習等のための指導員等派遣事業の拡充
３　地方の実情に応じ、初任者4人につき1人の初任者研修指
導教員配置となる定数措置及び財政支援措置の更なる拡充

４　チームとしての学校運営に必要な専門スタッフ配置に支援
すること

　⑴　スクール・サポート・スタッフ配置のための財政支援措
置の更なる拡充

　⑵　部活動指導員配置のための財政支援措置の更なる拡充
　⑶　学校司書配置のための財政支援措置の拡充等
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２２　英語教育及びＩＣＴ教育の充実について
（文部科学省、総務省）

　小・中学校の新しい学習指導要領では、令和２年度に小学校５・
６年生における英語が教科化され、３・４年生における外国語活動
が導入されることとなっている。また、次期学習指導要領の移行措
置期間における小学校英語教育の授業時数増にも対応するため、昨
年度に引き続き、国では英語専科教員を１，０００人増員することとされ
た。
　本県では、平成２６年度から、モデル校に英語専科教員を配置し、
専科教員を中心に、指導方法の工夫改善や教材開発、校内研修によ
るその他の教員の英語指導力の向上などを進めている。
　今年度については、全国一となっている英語専科教員の配置につ
いて、拡充された国の加配定数を活用し、配置校を６０校から６５校に
拡充し、全市町村に配置した。
　また、中央研修の参加者等を講師にして、全小学校の中核となる
教員を対象に、英語教授法などについて研修を進めているほか、教
員採用選考検査においても、選考の基準を見直し、高い英語力を有
した人材の確保に努めることとしている。
　一方、英語に関する中央研修は平成３０年度で終了となる中、授業
実践を踏まえた次期学習指導要領のより深い理解、ＩＣＴ機器等を
活用した効果的な学習活動の理解など、新たな課題に対応するため
の英語教育の推進役を担う教員を継続的に育成していくことが不可
欠である。
　また、小中学校及び県立学校において児童生徒一人ひとりの情報
活用能力を育むため、ＩＣＴを活用した教材や指導方法の開発等を
行い、教員の資質向上のための研修を充実させていく必要がある。
　ついては、英語教育及びＩＣＴ教育を充実させるため、次の事項
について格段の配慮を願いたい。

１　小学校英語教育の推進役を担う教員の育成を目指した中央
研修を実施するとともに、個々の教員の英語力や指導力の向
上を目指した自主的な研修に資するため、動画による授業事
例や教材活用例の充実を図ること

２　英語教育充実のため、指導力の高い人材確保のための具体
的な措置を講ずること

　⑴　学習指導要領の全面実施に向けた英語の専科教員の配置
などの定数措置の更なる拡充

　⑵　学習指導要領の全面実施時における英語教員の基礎定数
での配置

３　優れたＩＣＴ教材及び指導方法の開発・提供や、教員の
ＩＣＴ活用及び情報教育指導力向上のための研修の充実・支援
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２３　特別支援教育等と生徒指導の充実について
（文部科学省、総務省）

　インクルーシブ教育システムの推進に向け、特別支援教育の充実
がこれまで以上に求められており、特別な教育的ニーズのある児童
生徒に対しては、通常の学級や通級による指導、特別支援学級、特
別支援学校といった、連続性のある多様な学びの場の整備とともに、
特別支援教育を充実させるための教職員の専門性の向上が必要であ
る。
　本県では、これまでも、国の支援措置を活用し、特別支援学級や
通級指導教室の増設、高等特別支援学校の開設など学びの場の整備
を行っており、教員のキャリアステージに応じた特別支援教育に関
する教員研修の充実と、国の事業を活用し、特別支援学校教諭免許
状取得に向けた研修の拡充、合理的配慮の提供や校内研修の拡充の
ため、小中学校や高等学校を巡回し指導助言を行う指導員の配置等
により、教職員の専門性の確保を図るなど、障害のある児童生徒の
多様なニーズに対応した教育の推進に努めている。
　なお、国においては、高等部卒業後における知的障害者の学びの
場について、「学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識
者会議」が設置され、平成３１年３月に報告書がとりまとめられてい
る。
　また、いじめ、不登校などは依然として深刻な状況にあることか
ら、学校現場からスクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カー等の配置拡充が求められている。
　ついては、特別支援教育等及び生徒指導をさらに充実させるため、
次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　インクルーシブ教育システムの推進の観点から、特別支援
教育を一層充実すること

　⑴　特別支援学級・通級指導等に係る教職員定数の確保及び
学級編制の標準の引下げ

　⑵　特別支援教育支援員の配置に係る財政支援の拡充
　⑶　教員の専門性を高めるために、特別支援学校教諭免許状

の保有率の向上策の継続、教員研修に対する支援の拡充
　⑷　公立学校のバリアフリー化等の合理的配慮に対する財政

支援の充実
２　大学等における知的障害者の学びの場づくりについて実践
的な研究を行うこと

３　いじめ、不登校等の諸課題の解消、予防を図るため、スク
ールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーに係る財
政支援を拡充するとともに、ＳＮＳを活用した相談事業への
支援を継続すること
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２４　学校における働き方改革の推進について
（文部科学省、総務省）

　生徒指導、部活動、保護者や地域との連携など学校や教員に対す
る多様な期待は、学習指導の充実に対する要請とも相まって、教員
の長時間勤務という形で表れており、教員の多忙化解消が急務とな
っている。
　また、平成２９年３月に改訂された小・中学校の新しい学習指導要
領では、教材研究や学習評価の改善・充実が求められるとともに、
小学校３～６年生において、標準授業時数を増加することとされて
いる。
　こうしたなか、国においては、チームとしての学校運営に必要な
専門スタッフ配置への支援として、スクール・サポート・スタッフ
や部活動指導員の配置に対する支援のほか、スクールカウンセラー
やスクールソーシャルワーカーの配置の拡充措置が講じられた。
　本県では、国の支援制度を活用し、小中学校へのスクール・サポ
ート・スタッフの配置を拡充するとともに、中学校に部活動指導員
を置く市町村への支援を拡充した。また、部活動指導員については、
部活動顧問の負担軽減効果が見込める県立高校に対しても県単独の
措置により配置を拡充したところである。
　また、スクールカウンセラーについては、国の目標を１年前倒し
して、平成３０年度から全ての小中学校に配置するとともに、スクー
ルソーシャルワーカーについても全ての中学校区に派遣するなど、
学校における働き方改革の推進のため、積極的に専門スタッフ・外
部人材の活用を図っている。
　学校における働き方改革を推進していくためには、まずは、教職
員配置の充実を図ることが重要である。特に本県では、大量採用が
今後も続く中、初任者の指導力向上に加え、配置校の負担を軽減す
ることが必要なため、指導教員を県独自に配置している。
　ついては、地方の実情を十分に踏まえ、以下の事項について配慮
を願いたい。

１　チームとしての学校運営に必要な専門スタッフ配置への支援
　⑴　スクール・サポート・スタッフ配置のための財政支援措

置の更なる拡充
　⑵　部活動指導員配置のための財政支援措置の更なる拡充
　⑶　スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーに

係る財政支援措置の更なる拡充
２　地方の実情に応じ、初任者4人につき1人の初任者研修指
導教員配置となる定数措置及び財政支援措置の更なる拡充
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２５　独立行政法人教職員支援機構の研修機能移転
　　の拡充について

（文部科学省）

　政府関係機関の移転として本県から提案していた独立行政法人教
職員支援機構（旧（独）教員研修センター）の研修機能の一部移転
について、「キャリア教育指導者養成研修」が平成２８年度から本県で
実施されることになった。
　平成３０年度は、７月と９月の２回にわたり、各々５日間、富山市
において開催され、全国４６都道府県から１９７名が受講されたところで
あり、研修での事例発表等を通じて、小中学校において起業体験を
推進していることや、多くの高校生がインターンシップに参加して
いることなど、地域と連携した本県の特色ある取組みを全国に発信
することができたところである。
　一方、本県では、英語教育においても、全国に先駆けて英語専科
教員の小学校への配置や英語指導教員の指導力の向上に取り組んで
いる。また、幼児教育については、平成３１年度から幼児教育センタ
ーを設置し、幼児教育の充実・強化を図っている。さらに、ＩＣＴ教育
についても、無線ＬＡＮ整備やタブレット端末等の導入などＩＣＴ
環境の充実に取り組んでいる。
　ついては、次のとおり、教職員支援機構の研修機能移転の拡充に
ついて、格段の配慮を願いたい。

１　「キャリア教育指導者養成研修」の継続開催

２　英語教育、幼児教育、ＩＣＴ教育などの研修の拡大
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２６　私立学校の振興について
（文部科学省）

　本県における私立学校に在学する生徒・園児の割合は、高等学校
で約２割、幼稚園で約７割を占めており、私立学校は、それぞれが
建学の精神に基づく個性豊かな教育活動を積極的に展開し、本県の
教育活動の発展に重要な役割を果たしているところである。
　しかし、近年における少子化等の影響もあり、私立学校をめぐる
経営環境は大変厳しい状況にある。また、生徒や園児の安全確保を
図るための学校施設の耐震化や高等学校等就学支援金制度における
所得制限の導入に伴う事務負担の増加、幼稚園における子ども・子
育て支援新制度への対応が求められているところである。
　こうしたなか、本県においては、全国トップクラスの経常的経費
への助成や耐震補強工事に対する国庫補助への県単独の上乗せ補助
の実施、さらには保育料や授業料等の減免に対して支援するなど、
私立学校の振興に努めているところである。
　国においては、「人づくり革命」として、幼児教育や高等教育の無
償化、私立高等学校の授業料の実質無償化等の施策を推進すること
とされている。
　ついては、私立学校の教育水準の維持向上と保護者負担の軽減及
び私立学校経営の健全化を促進するため、次の事項について格段の
配慮を願いたい。

１　私立学校の耐震補強工事について、公立小中学校と同様の
国庫補助率へ引き上げるとともに、Is値０．３以上の建物につ
いて、Is値０．３未満と同様の国庫補助率へ引き上げること
２　私立高等学校等の実質無償化等を国の責任において確実に
実施するとともに、高等学校等就学支援金制度については、
私立学校の負担を軽減するため、制度の運用改善及び事務費
を含めた確実な財政措置を講ずること

３　幼児教育無償化（令和元年１０月実施）及び高等教育無償化
（令和2年4月実施）については、国の責任において必要な
地方財源を確保すること
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２７　地方から世界に発信する芸術文化の振興について
（文部科学省）

　国においては、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向け
て、地域性豊かで多様性に富みレガシーの創出につながる文化プロ
グラムを全国で実施していくこととしている。
　全国初の芸術特区に認定された本県の県立利賀芸術公園では、４０
年超にわたって、劇団ＳＣＯＴ（主宰：鈴木忠志）による世界演劇
祭「ＳＣＯＴサマー・シーズン」等を通じ、世界の演劇人による創
造の場、次代の芸術家を育成する場として、毎年夏には、２０か国以
上から演劇関係者２５０人以上、総参加者約１万人が利賀を訪れるなど、
アジアを代表する舞台芸術の拠点の形成に取り組んでいる。
　さらに、本年夏には、本県（南砺市利賀村、黒部市）及びロシア
（サンクトペテルブルク）において世界最先端の舞台芸術の祭典「第
９回シアター・オリンピックス」が開催されることになっており、
国政の重要課題として日露の協力関係の構築が進められるなか、両
国の文化・芸術の普及や人的交流の拡大等国際交流の促進にも大き
く寄与する事業として、また、文化芸術立国の実現に向けた取組み
の一翼を担うものとして、その効果が大きく期待されている。
　多様で特色ある日本文化を世界に発信するには、地方の質の高い
芸術文化の創造と発信が重要であり、また、こうした活動が文化に
よる「地方創生」につながることから、このような地方の取組みを
推進するための支援の充実や文化芸術による地域の活性化など、地
方公共団体が行う地域の文化資源等を活用した文化芸術活動に対す
る支援が必要である。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

　これまでの世界各国との交流や人材育成の成果を活用し、利賀
をアジアを代表する舞台芸術拠点として発展させるための、世界
最高水準の舞台芸術の創造活動や、文化交流事業等への支援　
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鈴木忠志演出「リア王」（利賀芸術公園：新利賀山房）

利賀芸術公園「野外劇場」
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２８　新たに開催予定の「国際工芸アワードとやま」
　　（仮称）への支援について

（文部科学省）

　「国際北陸工芸サミット」については、一昨年１１月に「ワールド
工芸１００選」展を富山県美術館で開催するとともに、あわせて実施し
た「国際北陸工芸アワード」では３４か国・１地域から４０３作品の応募
があり、県内の若手作家２人が入賞し、うち１人は最優秀賞に輝いた。
　昨年１１月からパリで開催されたジャポニスム２０１８において、最優
秀賞に輝いた県内の若手作家の作品が、「現代の若き工芸作家」のひ
とりとして高く評価され、展示されたところである。
　北陸三県では「国際北陸工芸サミット」を今後、令和３年度まで
開催し、新たに富山県では、このサミット開催の成果を踏まえ、「国
際工芸アワードとやま」（仮称）の開催を予定しており、文化プログ
ラム「beyond２０２０」に位置づけるとともに、文化芸術資源を活用し
た伝統工芸品産業の振興や地域の活性化を図ろうとしているところ
である。
　この取組みは、工芸を中心とした魅力ある地域づくりや国内外へ
の強力な発信に大きく寄与するものであり、次の事項について引き
続き配慮を願いたい。

１　富山県での「国際北陸工芸サミット」の開催の成果を踏ま
え、新たに開催予定の「国際工芸アワードとやま」（仮称）へ
の支援

２　「国際北陸工芸サミット」を北陸三県で開催するため、予
算の十分な確保及びその成果を踏まえた事業展開への支援



―　　―３１

２９　文化芸術活動の振興等について
（文部科学省）

　国においては、文化創造活動の推進として、子どもたちに対し、
質の高い文化芸術活動を鑑賞・体験する機会を確保することで、多
様性に裏打ちされ、創造性に溢れた社会の実現を目指すこととして
いる。
　本県では、これまでアマチュアの演劇祭や舞台芸術祭を開催して
おり、２０２０年８月には世界各国や地域から子どもたちが参加する　
「２０２０年とやま世界こども演劇祭～第４回とやま世界こども舞台芸
術祭（PAT２０２０）～」が開催されるなど、次世代を担う子どもたち
の国際的な芸術活動や地域の特色を生かして地方独自で取り組む国
際文化交流事業を積極的に展開しているところである。
　多様で特色ある日本文化を世界に発信するには、地方の質の高い
芸術文化の創造と発信が重要であり、そうした地方の取組みを推進
するための支援の充実や文化芸術による地域の活性化など、地方公
共団体が行う地域の文化資源等を活用した文化芸術活動に対する支
援や子どもたちへの幅広い文化芸術活動教育の充実が必要である。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　「２０２０年とやま世界こども演劇祭～第4回とやま世界こど
も舞台芸術祭（PAT２０２０）～」の開催への支援

　　「２０２０年とやま世界こども演劇祭」の概要（予定）
　　　・日　　程：２０２０年8月１８日㈫から２２日㈯
　　　・開催場所：富山県民会館、富山県高岡文化ホール、富

山市芸術文化ホール等
　　　・参加団体：海外約１５団体、国内約２０団体、県内約６０団体
２　文化芸術による地域の活性化事業や文化芸術活動教育の充
実に対する支援
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３０　「立山・黒部－防災大国日本のモデル－」の
　　世界文化遺産登録の推進等について

（文部科学省、国土交通省、環境省）

　本県から世界文化遺産候補として提案した「立山・黒部」は、平
成２０年、「世界遺産暫定一覧表候補の文化資産」と位置づけられた。
　平成２９年１１月には、常願寺川流域にある本宮堰堤と泥谷堰堤が、
我が国を代表する近代砂防施設として既に指定されている白岩堰堤
と合わせ「常願寺川砂防施設」として国の重要文化財に指定された。
　さらに、同年１２月には、日本イコモス国内委員会の「日本の２０世
紀遺産２０選」にも３番目と上位で選定されたところである。
　「立山・黒部」は、災害の多いわが国にあって、多雨多雪である
など土砂が流出しやすい条件が重なる世界に類を見ない過酷な自然
環境の中で人々の暮らしを守り続けてきた「防災大国日本のモデル
（防災遺産）」であり、人類全体の貴重な文化資産としての価値を有
している。現在まで、立山砂防の顕著な普遍的価値の証明に向けた
調査研究や国際フォーラムの開催など様々な取組みを進めており、
昨年１０月の国際防災学会インタープリベント２０１８では、立山砂防が
人類共通の遺産として共有すべき顕著な普遍的価値を有していると
する「富山宣言」が採択されるなど、高い評価をいただいた。
　これらの取組みは、ふるさと富山への誇りや愛着の醸成及び魅力
ある地域づくりの推進に大きく寄与するものであり、ついては、次
の事項について格段の配慮を願いたい。

１　「立山・黒部－防災大国日本のモデル－」の世界遺産暫定
一覧表への記載

２　「常願寺川砂防施設」の保存・活用の推進
３　立山カルデラ現地視察など立山砂防の歴史的・文化的価値
の啓発活動に対する支援

４　日本ジオパーク「立山黒部」内の中部山岳国立公園の整備
の推進
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白岩堰堤

○常願寺川砂防施設（国指定重要文化財）

泥谷堰堤

本宮堰堤
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３１　ユネスコ無形文化遺産等の魅力発信への
　　支援について

（文部科学省）

　平成２８年１１月、本県の国指定重要無形民俗文化財「高岡御車山祭」、

「魚津のタテモン行事」、「城端神明宮祭の曳山行事」を含む「山・

鉾・屋台行事」について、ユネスコ無形文化遺産へ登録されたとこ

ろである。

　これらの行事は、いずれも本県の歴史と文化を解明する上で重要

な伝統文化であり、これまで国の支援をいただきながら県・市・保

存団体等が協力して、保存と継承に努めてきた民俗文化財である。

　ついては、これら３件のユネスコ無形文化遺産の行事をはじめと

した本県の文化遺産の保存と情報発信等の取組みへの支援について、

格段の配慮を願いたい。

１　ユネスコ無形文化遺産「高岡御車山祭」、「魚津のタテモン
行事」、「城端神明宮祭の曳山行事」の保存修理への支援継続

２　ユネスコ無形文化遺産等の国内外に向けた情報発信等への
支援
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高岡御車山祭
４００年にわたり受け継がれ
てきた絢爛豪華な祭り

兼
献
献

験

券
献
献

鹸

城端神明宮祭の曳山行事
神輿に鉾・曳山・庵屋台を伴
う地域色豊かな祭り

兼
献
献

験

券
献
献

鹸

魚津のタテモン行事
三角形のタテモンを曳き回す
航海安全・大漁祈願の祭り

兼
献
献

験

券
献
献

鹸
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３２　「近世高岡の文化遺産群」の世界文化遺産登録
　　の推進等について

（文部科学省）

　本県から世界文化遺産候補として提案した「近世高岡の文化遺産
群」は、平成２０年、「世界遺産暫定一覧表候補の文化資産」と位置づ
けられた。
　「近世高岡の文化遺産群」は、江戸時代の都市を形成した資産が
創建当初の姿で残され、さらに城下町から商工業都市へ発展する過
程を示す資産が良好に存在する極めて貴重で魅力的な遺産群である。
　こうした資産は近年、金屋町の国重要伝統的建造物群保存地区選
定、有磯海の国名勝指定、高岡城跡の国史跡指定、高岡の町民文化
の日本遺産認定、高岡御車山祭のユネスコ無形文化遺産登録、菅笠
の伝統的工芸品指定と相次いで高い評価をいただき、さらに、昨年
５月には北前船の寄港地が日本遺産に追加認定されたところである。
　そうした中、近世の由緒ある歴史的な町名の復活や高岡御車山会
館の設置、金屋町の町並み整備の推進、高岡城跡の整備の本格化な
ど、まさに歴史都市にふさわしい様々な取組みが進められている。
　とりわけ、長年にわたり大規模な保存修理事業が進められてきた
国指定重要文化財の勝興寺では、２０２０年度の竣工に向け大詰めを迎
えるなど、さらに資産の価値の充実が図られているところであり、
保存修理完了後は早期の国宝指定をお願いしたい。
　これらの取組みは、ふるさと富山への誇りや愛着の醸成及び魅力
ある地域づくりの推進に大きく寄与するものであり、ついては、次
の事項について格段の配慮を願いたい。

１　「近世高岡の文化遺産群」の世界遺産暫定一覧表への記載
２　国指定重要文化財「勝興寺」の本坊等保存修理事業の推進
と国宝への指定

　　第2期保存修理事業計画　２００５～２０２０年度、総事業費５，１７２
百万円

３　高岡城跡など国指定文化財の保護への支援
４　日本遺産に認定された高岡への支援
５　菅田の重要文化的景観及び吉久地区の重要伝統的建造物群
保存地区の選定に向けた取組みへの指導・助言
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○　勝興寺（重要文化財）

○　金屋町（重要伝統的建造物群） ○　山町筋・高岡御車山祭

○　瑞龍寺（国宝）
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３３　富山型デイサービス（共生型サービス）の全国への
　　普及による地域共生社会の構築について

（厚生労働省）

　本県では、年齢や障害の有無にかかわらず、住み慣れた地域で暮
らし続けられる“地域共生社会の実現”を目指し、富山型デイサー
ビスなどの地域に密着した小規模施設の整備を推進している。
　このため、これまでも国に対し支援の充実を要望してきたところ、
一昨年、富山型デイサービスがモデルとなった「共生型サービス」
が創設され、昨年より、報酬体系が見直され、サービスが開始され
たところである。
　富山型デイサービスは、高齢者、障害者、乳幼児など多様な利用
者が交流し、高齢者や障害者の日常生活の改善など様々な効果があ
ることから、本県のみならず全国各地に広がりをみせているが、ま
だ十分に理念が浸透せず、普及している状況ではない。
　ついては、次の事項について、格段の配慮を願いたい。

１　共生型サービスの制度化を契機に、全国への普及と定着が
図られるよう、自治体、事業者等に対する一層の啓発と支援

２　富山型デイサービス（共生型サービス）が一層の安定運営
を図ることができるような報酬体系の充実強化
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３４　医療・介護連携による地域包括ケアの推進
　　など高齢者施策の充実について

（厚生労働省）

　高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、
医療・介護・介護予防・生活支援・住まい等のサービスを切れ目な
く提供する「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、本県では、
「在宅と施設のバランスのとれた介護サービスの充実」「認知症高齢
者施策の推進」等を重点項目に掲げ、「富山型デイサービス施設」へ
の支援など、多様なサービス基盤の充実に努めているところである。
　今後も、高齢化の一層の進展に伴い、要介護高齢者や認知症高齢
者の増加が見込まれることなどから、第７期介護保険事業計画期間
（平成３０～令和２年度）においても、２０２５年を見据えながら、高齢
者施策のさらなる充実を図っていくことが必要である。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　「地域医療介護総合確保基金（介護分）」について、地域の
実情に応じて自主性を反映した事業執行を可能とするため、
区分間流用など弾力的な運用を可能とするとともに、長期的
視点に立った継続的な取組みとなるよう、十分な財源の確保

２　認知症高齢者の増加を見据え、認知症の予防や認知症疾患
医療センターの充実等、新たに取りまとめられる「認知症に
関する大綱」に基づく施策を推進するための財源の確保

３　持続可能な介護保険制度に向けて、保険者機能強化推進交
付金の財源について、調整交付金とは別枠での措置の継続

４　介護事業所が充実したサービスを提供できるよう、平成３０
年度介護報酬改定後の介護事業所の経営実態の把握と適切な
介護報酬の設定

５　介護人材の確保・定着を図るため、介護への理解とイメー
ジアップや介護従事者の処遇及び職場環境の改善を図る施策
の推進

６　介護従事者の業務負担軽減を図るため、地域医療介護総合
確保基金で実施する介護ロボット導入支援事業のさらなる拡
充と、介護ロボットの導入効果を踏まえた介護報酬の加算の
充実

７　居宅介護支援事業所の管理者要件の変更に当たり、継続的
な介護サービスに支障がないよう、経過措置期間の見直し等
も含めた円滑かつ着実な移行への配慮
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３５　発達障害児者への支援の充実について
（厚生労働省）

　発達障害については、できる限り早期に発見し、身近な地域で適
切な支援を受けられるようにする必要がある。このため、県内市町
村では早期発見やその後の指導、支援に努める一方、本県において
も、発達障害児者への支援を総合的に行う拠点として富山県発達障
害者支援センターを設置し、また、各障害保健福祉圏域の児童発達
支援の提供の拠点となる児童発達支援センターと協働しながら、訓
練や診断・治療を行うとともに、保健師、保育士など支援者向け研
修の実施や保健、医療、福祉など関係機関との連携を図っている。
　また、発達障害に関する診療ニーズが高まる中、本県では、平成
２８年１月に開設した「富山県リハビリテーション病院・こども支援
センター」において児童精神科医療の充実に努めているほか、発達
障害に関する国の研修を受講する医師への支援を行っている。しか
し、本県のみならず全国的に見ても、児童精神科医など発達障害に
専門的に対応できる医師の十分な確保が困難な状況にある。さらに、
市町村では乳幼児健診において発達障害のスクリーニングやその後
の支援を実施しているが、その実施方法は市町村に委ねられており、
ばらつきが生じている。
　このため、支援者の育成や専門医の確保に加え、専門医と小児科
医など地域のかかりつけ医等との連携による発達障害への対応力の
向上や支援体制の更なる充実が急務となっている。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　発達障害児者に対してできる限り早期に身近な地域で適切
な支援を行えるよう、支援者の育成や専門医と地域のかかり
つけ医など関係機関の連携を推進する施策に対して必要な予
算を確保、拡充すること。また、児童発達支援センターが障
害保健福祉圏域の児童発達支援を提供する拠点施設として、
その機能と役割を果たせるよう支援の充実を図ること

２　発達障害児者が医療機関において適時適切に診療等を受け
られるよう、国が責任をもって専門医の養成に取り組むこと

３　市町村における乳幼児健診の精度向上と標準化を推進する
こと
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３６　障害のある人のニーズに即した福祉施策の
　　充実について

（厚生労働省）

　障害のある人が住み慣れた地域において安心して暮らすためには、
障害のある人のニーズに対応した、適切で安定した福祉サービスの
提供が必要である。
　国において、障害者権利条約の批准や障害者差別解消法の制定、
障害者総合支援法の改正など、障害者制度改革が進められているが、
その推進に当たっては、障害のある人や事業者、地方公共団体の意
向が十分に反映されることが重要である。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　地域生活支援事業等に係る補助金については、対象事業の
増加に伴い事業費も増大していることから、各地方公共団体
が障害のある人のニーズにきめ細かく対応することができる
よう、その取組みに必要な所要総額を確保すること

２　障害のある人が住み慣れた地域で共に暮らせるよう、
　⑴　地域のニーズに即した施設整備計画を着実に推進してい

けるよう、施設整備補助金の所要総額を確保すること
　⑵　在宅の重度障害者等に対する医療的ケアに係る医療機器

や工賃向上に資する機器など、障害に応じたサービス提供
に必要な備品や設備の購入費用に対する支援をすること

３　重度の障害のある人が加齢等により回復が見込めない状態
になっても、地域で安心して暮らせるよう、一般診療の自己
負担額について、後期高齢者医療制度と同様に負担能力等に
応じた負担制度とすること

４　障害福祉サービス事業所が充実したサービスを提供できる
よう、平成３０年度報酬改定後の障害福祉サービス事業所の経
営実態を把握するとともに、適切な報酬を設定すること

５　一人ひとりの特性に応じたサービス提供を確保するため、
　⑴　サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及び相談

支援専門員の研修に職員を参加させる事業者の負担軽減を
図ること

　⑵　生活介護等の生活支援員、共同生活援助の世話人その他
従事者の資質向上を図る研修制度を創設すること

　⑶　効果的な支援を提供した事業所や地域の人材養成におい
て指導的な役割を果たした者に対する報酬上の評価がなさ
れるよう検討すること
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３７　医療提供体制の改革について
（厚生労働省、国土交通省）

　各都道府県に造成された医療介護総合確保基金で行う事業は、地
域医療を維持するためにこれまでも継続的に取り組んできたもので
あって、地域医療の維持・充実のために重要なものである。
　本県においては、２０２５年を見据えて回復期機能病床への転換が着
実に行われており、今後、在宅医療の推進や医療従事者の確保に重
点的に取り組む必要があるが、当該基金の医療分は、３つの事業区
分間の流用（調整）ができず、地域の実情に合わせた活用が難しい
状況である。
　また、医療提供体制推進事業費補助金については、救命救急セン
ターや周産期母子医療センター運営事業など、効率的で質の高い医
療を提供するために必要な事業の推進に不可欠である。
　さらに、大きな効果を発揮しているドクターヘリの活躍の場を広
げるため、通信・監視体制等のインフラ整備や高度な技術を身につ
けた救急医の育成・確保が重要である。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　医療介護総合確保基金については、
　⑴　在宅医療の推進（事業区分Ⅱ）及び医療従事者の確保

（事業区分Ⅲ）において、要望額（必要額）に応じた配分
とすること

　⑵　病床の機能分化・連携（事業区分Ⅰ）が進んでいる都道
府県には、事業区分Ⅱ及びⅢへ重点的に配分すること

　⑶　事業区分Ⅰの基金残高から事業区分Ⅱ及びⅢへの区分間
の流用（調整）など、地域の実情に応じて柔軟に活用でき
る制度とすること

２　医療提供体制推進事業費補助金については、効率的で質の
高い医療を提供するために必要な事業の推進に不可欠であり、
事業の安定的な実施のため十分な財源を確保すること

３　医療法の改正により、医師確保計画に基づき県が医師の確
保、偏在対策に取り組むこととなるが、国においては働き方
改革を踏まえた医師の需給調整や不足が見込まれる診療科医
師の都道府県間の偏在調整等について責任を持って行い、各
都道府県が地域の実情に応じて実効性のある医師の確保、偏
在対策を行えるよう、必要な支援を行うこと

４　地域における医療・介護サービスの充実を図るため、今年
度取りまとめの看護職員需給推計に基づき、看護職員の量の
確保はもとより、質の高い看護師の確保に対する支援を行う
こと

５　ドクターヘリが夜間や一定の悪天候時においても安全に運
航できる計器飛行の実現に向けたプロセスを明確にすること。
また、高度な技術を身につけた救急科専門医等の育成・確保
に対する支援を行うこと
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３８　がん対策の推進について
（厚生労働省）

　がん、脳卒中、心臓病などの生活習慣病による死亡者の占める割
合は高く、特にがんは、その３割を占め、我が国の死亡原因の第一
位であり、人口減少社会において働き盛りの世代のがん死亡は、社
会経済的にも大きな問題となっている。
　このため、本県では、「県がん対策推進計画」に基づき、がん予防
や、がん検診の充実や受診率向上への取組みの強化を図るとともに、
県民が地域において、適切ながん医療を享受できるよう、がん診療
連携拠点病院をはじめとした診療体制の充実に努め、がんと診断さ
れた時からの緩和ケアの提供やがん患者とその家族への支援体制の
充実等に取り組んでいるところである。
　ついては、がん対策の充実強化を図るため、次の事項の実現を求
める。

１　がん検診受診率向上対策の一層の充実によるがんの早期発
見・早期治療のため、

　⑴　がん検診の総合支援事業の継続
　⑵　全医療保険者のがん検診実施状況等に関する情報を一元

化し、地方自治体に還元する仕組みの整備
　⑶　医療保険者・事業主のインセンティブ制度の充実による

がん検診受診の促進
２　がん医療の一層の充実強化のため、
　⑴　がん診療連携拠点病院に対する財政支援の充実
　⑵　がん医療を担う手術療法や放射線療法、薬物療法、緩和

ケアに加え、免疫療法、ゲノム医療などを専門的に行う医
師等養成のための環境整備

　⑶　小児・AYA世代がん患者が適切な医療や支援を受けら
れる体制の整備

３　がん患者支援のため、
　　働く世代のがん患者の治療と職業生活の両立支援の充実
４　受動喫煙防止対策の強化のため、
　　改正健康増進法の全面施行後も制度の円滑な運用が可能と
なるよう、制度の十分な周知を図るとともに、必要な財政的・
技術的支援の充実
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３９　健康寿命延伸対策の充実について
（厚生労働省、消費者庁）

　健康寿命の延伸には、食生活の改善や運動習慣の定着など、生活
習慣の改善による生活習慣病の発症予防や、健康診断受診率の向上
等による早期発見・早期治療等が大変重要である。
　こうした中、国では「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」にお
いて、持続可能な社会保障制度の確立を目指すうえで、予防・健康
づくりの推進が重要課題に位置付けられ、また、全国知事会でも、
「地方の責任」をしっかりと果たすため、優良事例の横展開を図る
など「健康立国」の実現に向けた取組みが進められている。
　本県では、健康寿命日本一を目標に掲げ、社会全体で健康寿命延
伸に向けた取組みを推進する機運を醸成することに加え、地域や職
域単位で健康づくりの取組みを行っているところである。具体的に
は、主要な生活習慣病の予防になるといわれる、「減塩」、「野菜摂取」、
「運動」について、重点的な取組みを行い、生活習慣の改善を強化
するとともに、疾病対策として糖尿病重症化予防に取り組んでいる
ところである。
　ついては、健康寿命の延伸に向けた施策の充実強化を図るため、
次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　健康寿命の延伸のためには、一人ひとりの健康づくりを社
会全体で支える機運の醸成が重要であり、国における情報発
信・普及啓発をさらに充実するとともに、地域の実情に応じ
た普及啓発や県民運動の展開等の実践活動等の取組みに対し
必要な財源措置を講ずること

２　生活習慣病予防としての減塩対策には、望ましい食塩摂取
量を明示するなど産業界の協力が必要不可欠であり、国にお
いて産業界と十分連携した施策を推進すること

３　メタボリックシンドロームの改善や糖尿病の重症化予防に
効果的に取組むための人材育成を充実すること

４　科学的根拠に基づいた各種施策の企画立案のため、国にお
ける特定健診データの分析結果を早期に地域に還元するとと
もに、各保険者が所有するデータを利活用できる仕組みを構
築すること

５　健康寿命に密接にかかわる歯科口腔保健について、自治体
における取組みを推進するため、国や各保険者等が所有する
歯科保健医療データについて整理し、各自治体が利活用でき
る仕組みを構築すること



―　　―４５

４０　医薬品産業の振興について
（厚生労働省）

　薬価制度の抜本改革や医薬品医療機器等法の改正が行われるなど、
今後、医薬品産業を取り巻く環境が大きく変化することが予想され
る。本県の医薬品産業が更に発展を続けていくためには、バイオ医
薬品等の新たな成長分野への参入や技術力の更なる向上、人材の育
成、海外市場への進出などにより、高付加価値な製品の開発等を推
進していくことが重要である。
　富山県の医薬品産業は長い伝統と高い製造技術を有し、現在では
国内トップクラスの製造拠点となっている。県では、医薬品産業の
更なる振興のため、産学官連携による「くすりのシリコンバレー
TOYAMA」創造コンソーシアムを立ち上げ、世界水準の研究開発
や専門人材の育成・確保に取組むとともに、バイオ医薬品等の高付
加価値な製品の研究費助成等の開発促進を行うほか、製薬企業の製
造技術力強化、国際展開の促進、配置薬業の振興及び薬用植物の試
験栽培等にも努め、地域ひいては日本の成長を牽引していく、世界
に羽ばたく「薬都とやま」の実現を目指している。
　ついては、次の事項について格段の配慮をお願いしたい。

１　医薬品の開発のための試験研究に係る税制優遇等の支援充実
２　国立成育医療研究センター及び医薬基盤・健康・栄養研究
所と連携して行う付加価値の高い医薬品の研究開発への支援

３　生薬の安定的な確保のため、
　⑴　国立医薬品食品衛生研究所と実施する生薬エキス剤に係

る共同研究への支援
　⑵　国内における薬用植物の優良種苗の確保・供給や栽培技

術の確立等への継続的な支援
４　独立行政法人医薬品医療機器総合機構アジア医薬品・医療
機器トレーニングセンターの体制強化と、本県でのＧＭＰ研
修や医薬品審査研修等の実施拡充

５　医薬品医療機器等法改正の円滑な施行に向けた、都道府県
等への早期の情報提供と十分な協議



―　　―４６

４１　食中毒被害者に対する支援策の実施など食品の
　　安全安心の確保について

（厚生労働省）

　平成２３年４月下旬に、県内外において生肉（ユッケ）を提供した
ことによる食中毒事件が発生し、深刻な事態となった。
　この食中毒事件発生直後に本県からの要望を踏まえ、同年１０月か
ら、食品衛生法第１１条に基づく生食用食肉の規格基準が施行された。
さらに、平成２４年７月から牛レバー、平成２７年６月から豚肉の生食
が禁止されるなど、安全性の確保が図られたところである。
　しかし、食品流通の広域化、営業形態が大規模化している中で、
大規模な食中毒が発生しており、今後もこのような大きな被害をも
たらす食中毒が全国的に発生することも危惧される。
　また、食中毒や異物混入等の食品事故の未然防止だけではなく、
食品製造加工の高度化や食品流通の広域化、グローバル化が進む中
で、国内産食品の輸出促進につなげるためにも、食品の安全管理の
国際基準であるＨＡＣＣＰ（ハサップ）の導入が必須となっている。
　国におかれては、食中毒が発生した場合における被害者救済を万
全のものとするとともに、令和２年に施行予定であるＨＡＣＣＰ（ハ
サップ）に沿った衛生管理の制度化を地域において円滑に推進する
ため、次の事項について早急に必要な措置を講じられるよう格段の
配慮を願いたい。

１　食中毒が一定程度の頻度で発生し、健康被害をもたらすこ
とに鑑み、食品等事業者を対象とした強制加入の賠償責任保
険制度の創設を検討するとともに、任意の賠償責任保険への
加入促進対策を実施するなど、被害者救済のための方策を講
じること

２　ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理の制度化に向け
て、中小規模の食品等事業者が適切かつ円滑に導入できるよ
う財政措置をはじめとした支援策を整備すること
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４２　農林水産業の競争力強化と成長産業化の
　　実現について

（農林水産省）

　ＴＰＰ１１や日ＥＵ・ＥＰＡの発効や、日米貿易交渉が本格化する
など、経済のグローバル化が進展するなか、我が国の農林水産業が、
成長産業として持続的に発展していくためには、今後の国際貿易交
渉の行方いかんにかかわらず、意欲ある農林漁業者が安心して経営
に取り組むことができるよう、一層の体質強化を進めていくことが
重要である。
　こうしたなか、国におかれては、更なる農業の競争力強化と「コ
メ海外市場拡大戦略プロジェクト」をはじめとする成長産業化に向
けた取組みを一層推進していくこととされ、「食料・農業・農村基本
計画」の見直しに向けての意見聴取も開始されたところである。本
県においても、拡大する海外市場へのコメ・コメ加工品や日本酒な
どの県産農林水産物等の輸出促進に向けた取組みや生産性の向上を
図るスマート農業を進めているところである。
　ついては、これらのさらなる促進を図るため、次の事項について
格段の配慮を願いたい。

１　国際貿易交渉にあたっては、米をはじめとした重要品目を
関税撤廃の対象から除外するとした従来からの方針を堅持す
るとともに、国民に対する正確かつ丁寧な説明・情報発信に
努め、国民の不安・懸念を払拭するよう万全を期すこと

２　国の農林水産物等の輸出目標「２０１９年1兆円」の達成に向
け、諸外国における輸入検疫条件等の改善を図るなど、オー
ルジャパンでの取組みに加え、地域の特色を活かした輸出促
進方策の拡充を図ること

　⑴　コメの輸出促進に向けた施策の充実
　　・戦略的プロモーション活動の推進と、コメの新市場開拓

を対象とした産地交付金（2万円／１０a）に係る予算の
確保

　　・中国向け輸出の条件となる施設指定に係る調査への切れ
目ない支援及び指定施設等（精米工場・くん蒸倉庫）の
拡大

　⑵　「ＪＦＯＯＤＯ」による、意欲ある地域や事業者と連携
した取組みの推進

　⑶　輸出促進に向け、販路の拡大や新たな商品開発、輸送コ
ストの低減等による競争力強化に取り組む事業者への支援
の充実

　⑷　国際競争力を強化するため、国際認証取得に向けた支援
の拡充

３　ＩＣＴやロボット技術を活用したスマート農業に係る技術
開発を引き続き促進するとともに、スマート農業の面的な普
及に向けて、推進体制の整備や機械等の導入に対する支援の
拡充を行うこと
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４３　地方の実情に即した水田農業政策の充実について
（農林水産省）

　国では、「食料・農業・農村基本計画」に基づき、農業・農村の所
得倍増や米政策の改革が推進されているなか、特に行政による生産
数量目標配分の廃止への対応は、水田農業を主体とする本県にとっ
て、今後を左右する極めて重要な課題であり、農業者からは、米価
低下等への不安の声が聞かれる。
　こうした中、本県では、新品種「富富富」の本格生産など需要に
応じた米づくりと大豆や園芸作物等を組み合わせた水田のフル活用
などによる農業所得の確保に向けて、米政策の対応方針の策定・周
知や水田の高度利用への支援など、県独自の施策も展開しながら、
積極的に取り組んでいるところである。
　ついては、意欲ある農業者が、希望を持って安心して農業に取り
組めるよう、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　今後とも、米政策の推進にあたっては、国の責任のもと、
米の需給と価格の安定を図るために必要な措置や米・米粉の
需要拡大対策の強化など適切に対応すること

２　水田のフル活用を推進するため、経営所得安定対策等の予
算の確保・充実を図ること

　⑴　大豆や麦、飼料用米等の生産拡大を推進するための、戦
略作物への助成予算の確保

　⑵　地域の実情に即したタマネギ、エダマメ、ハトムギ等の
地域振興作物等の生産振興を図るための、産地交付金の十
分な予算確保と配分

　⑶　チューリップ球根や切り花等の大幅な省力生産体系の確
立のための支援の充実

３　強い農業・担い手づくり総合支援交付金や産地パワーアッ
プ事業、園芸作物生産転換促進事業など、園芸等の産地の育
成・広域化に向けた機械・施設整備のための予算を拡充する
こと

４　民間育成品種も含め、原種の供給や生産物の審査など、優
良な種子の生産に果たす都道府県の役割を担保する財源措置
を引き続き確保すること
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４４　意欲ある担い手の農業経営の確立について
（農林水産省）

　本県では、効率的かつ安定的な担い手が地域農業の相当部分を担
う農業構造の確立を目指し、全国に先駆けて組織化を推進してきた
集落営農の経営基盤の強化や、中山間地域等での農地集積・集約化
の促進、複合化など収益性の高い「とやま型農業経営モデル」の実
践による担い手の所得増大、畜産経営の基盤強化、とやま農業未来
カレッジによる後継者育成、農作業の省力化や後継者への技術継承
に積極的に取り組んでいる。
　一方、国では、農地中間管理事業を活用した農地の集積・集約化
を促進するとともに、農業競争力強化プログラムに基づき、次世代
を担う農業者を育成するための施策を総合的に講じることとされて
いる。
　ついては、次世代を担う農業者が意欲をもち、将来に希望をもっ
て安心して農業に取り組めるよう、次の事項について格段の配慮を
願いたい。

１　集落営農組織や個別経営体の経営基盤を強化し、収益性の
高い農業経営を実現するため、担い手確保・経営強化支援事
業を継続し十分な予算を確保するなど、農業用機械の導入や
園芸ハウス等の施設整備に対する支援を充実すること

２　農地中間管理事業について、地方負担の軽減や農地利用集
積円滑化事業との円滑な統合一体化を図るとともに、中山間
地域等で経営規模を拡大する担い手への支援を拡充すること。
また、機構集積協力金制度の安定的な運用と十分な予算を確
保し配分すること

３　若者等の就農意欲の喚起と定着を図るため、農業次世代人
材投資資金の十分な予算確保等を図るとともに、経営能力向
上のための農業経営塾等養成機関に対する支援を拡充する
こと

４　畜産農家の経営基盤強化に向けて、畜産クラスター事業の
予算の確保を図ること

５　国内における豚コレラのまん延防止対策や、海外からのア
フリカ豚コレラ等の侵入防止のための水際対策を一層強化す
ること

６　畜産農家の経営継続に影響を及ぼさないよう、開業獣医師
が診療を行っていない遠隔地を主な診療地区としている都道
府県農業共済組合の家畜診療業務に対する財政支援の仕組み
を新たに設けるなど、地域における家畜診療体制の維持・確
保について配慮すること
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４５　農山村地域等の振興対策、鳥獣被害防止対策等
　　の推進について

（農林水産省）

　農山村地域は、農業生産活動等を通じて、安全・安心な食料の供
給、国土や自然環境の保全、優れた伝統文化の継承等の多面的な役
割を担っているが、集落機能の低下、荒廃農地やイノシシ等鳥獣被
害の増加など、様々な課題が顕在化している。
　このため、本県では、日本型直接支払制度の活用による中山間地
域における荒廃農地の発生防止や農業用水等の地域資源の維持・保
全のほか、鳥獣被害対策の強化、都市農山村交流事業や地域資源の
活用による地域活性化等にも積極的に取り組んでいるところである。
　また、本年３月には、「富山県中山間地域における持続可能な地域
社会の形成に関する条例」を制定し、人口減少社会、長寿社会にふ
さわしい持続可能な新たな地域社会の形成を図ることとしている。
　ついては、農山村地域等の振興を図るためには、総合的な対策の
推進が不可欠となっていることから、次の事項について格段の配慮
を願いたい。

１　日本型直接支払制度の充実
　⑴　中山間地域において農業生産活動が継続的に行われるよ

う、中山間地域等直接支払制度第5期対策の継続実施並び
に必要な予算総額の確保

　⑵　今年度試行されている、新たな人材の確保や多様な取り
組みによる集落機能の強化、スマート農業の推進への加算
措置制度の本格実施

　⑶　水路等の老朽化が著しく進んでいることから、多面的機
能支払制度に係る長寿命化対策の実施に必要な予算の確保
と十分な配分

２　鳥獣被害の広域化、深刻化を踏まえ、地域の取組みの推進
を図るため、鳥獣被害防止総合対策交付金に係る予算の確保
と十分な配分

３　人口減少や高齢化、担い手不足などの厳しい状況に置かれ
ている中山間地農業の再生や所得向上に向けた総合的な支援
の継続と予算の十分な配分

４　田園回帰の動きをとらえた都市農山漁村交流や、地域資源
を活用した所得向上の取組み推進のため、農山漁村振興交付
金等の予算の確保と要望に対応できる十分な配分
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４６　農業農村整備事業の推進について
（農林水産省）

　農業農村整備事業は、食料の供給、農業・農村の多面的機能や農
村地域の活性化など国民のいのちや暮らしを支える公共性・公益性
の高い事業であり、農業競争力強化及び国土強靱化を実現するうえ
で極めて重要な役割を担っており、その推進が求められている。
　また、国際貿易交渉等を踏まえ、農業の体質強化のための農地整
備の推進が求められるとともに、農村の混住化等の進行による流出
形態の変化等に伴い広域的な溢水被害が発生しているほか、集中豪
雨等の自然災害も激甚化しており、農村の防災減災対策が喫緊の課
題となっている。
　さらに、農地集積の進展に伴い、近年は、土地持ち非農家が急速
に増加し、土地改良区の運営体制をめぐる情勢の変化への対応が必
要とされている。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　国民のいのちや暮らしを支え、強い農業の基盤づくりを実
現する農業農村整備事業の予算を十分に確保すること

　・農地の大区画化や汎用化、農業水利施設の長寿命化対策及
び高機能化を実現し、担い手への農地の集積・集約化を推
進する農業競争力強化基盤整備事業の予算確保

　・農業用水を利用した小水力発電やきめ細やかな整備を推進
する農山漁村地域整備交付金等の予算確保

２　農地と県民生活の安全を守る農地防災事業等の推進
　・重要インフラ点検を踏まえた国営施設機能保全事業「射水

平野地区」の推進
　・国営施設応急対策事業「早月川地区」の推進
　・国営附帯県営農地防災事業「庄川左岸三期及び四期地区」

の推進
　・ため池や水路等の農業水利施設の防災減災・安全対策の推進
３　高収益作物の導入やスマート農業の実現などにより大幅な
農業所得の向上を目指す農業経営モデルの構築に向けた大規
模な基盤整備の推進

　・国営緊急農地再編整備事業「水橋地区」の早期採択に向け
た調査の推進

４　土地改良法の改正による組合員資格や運営体制等の土地改
良制度の見直しを踏まえ、土地改良区の実態に応じた制度の
円滑な実施についての支援

５　公共性・公益性の高い農業水利施設の長寿命化対策におけ
る、国の補助率の嵩上げなど農家負担の軽減対策の充実
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４７　森づくりの推進と森林整備法人への支援拡充
　　について

（農林水産省、総務省）

　本県では、災害に強い山づくり、間伐等の森林整備やその基盤と
なる路網整備、高性能林業機械の導入や木材加工施設の整備の促進
に加え、平成２９年９月、県産材利用促進条例を制定し、公共施設の
木造化や県産材を使った住宅の建設促進など、地域の森林資源を活
用した林業の成長産業化に向けた施策を幅広く推進している。　
　また、本県独自の財源である「水と緑の森づくり税」を活用し、
健全で多様な森づくりを進めるとともに、本県が全国に先駆けて開
発した優良無花粉スギ「立山　森の輝き」の普及、さらに、森林整
備法人の経営改善についても積極的に取り組んでいる。
　こうした中、平成３１年度から森林経営管理法に基づく新たな森林
管理システムが開始となり、それを踏まえ、森林環境税及び森林環
境譲与税が創設された。
　ついては、本県の森林・林業の再生のための事業等の計画的な推
進に支障がないよう、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　森林環境譲与税の有効活用を図るため、新たな森林管理シ
ステム下における市町村業務の円滑な実施に向け、都道府県
との連携のもと指導、助言など必要な支援を行うこと

２　森林吸収源対策や防災・減災、国土強靱化のための緊急対
策として健全な森林の育成・保全を図るため、森林整備事業
や治山事業の計画的な推進

　⑴　森林経営に適した森林について必要な整備が着実に進む
よう、森林環境保全直接支援事業の予算の確保

　⑵　林業の生産基盤となる林道整備を推進するため、森林資
源循環利用林道整備事業や農山漁村地域整備交付金等の予
算の確保

　⑶　流木対策や荒廃山地の復旧・予防対策等を推進するため、
復旧治山事業等の予算の確保

３　林業の成長産業化を図るため、林業・木材産業成長産業化
促進対策交付金事業の計画的な推進と拡充

　⑴　間伐に必要な路網整備予算の確保と間伐等における未利
用材の流通経費に対する支援の拡充

　⑵　高齢級人工林の主伐の際に林内に放置される低質材の搬
出経費に対する支援の実施

　⑶　木造公共施設の整備を推進するため、交付率の引上げな
ど支援を拡充するととともに、国産材を使用した住宅の新
築・増改築に対する支援の実施

４　森林整備法人への支援措置の拡充強化
　⑴　公庫つなぎ資金について、無利子枠の適用と償還期間及

び令和４年度までとされている貸付制度の延長
　⑵　県の公社支援に対する地方財政措置の拡充
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森づくりの推進と森林整備法人への支援拡充

森林の有する多面的機能
の発揮

林業の成長産業化 健全で多様な森づくりの推進

　安全で快適な国民生活等の
実現のため、水源かん養や国
土保全、二酸化炭素の吸収源
など、多面的機能を有する森
林の適切な整備を推進

　間伐等の森林整備やその基盤とな
る路網、高性能林業機械の整備、木
材の利用拡大を図る木材加工流通施
設、木造公共施設、木質バイオマス
利用施設等の整備を推進

　生活に密着した里山の再生
整備、風雪被害林や過密人工
林の針広混交林化、ボランテ
ィア活動への支援、森林環境
教育の実施

※森づくり税による事業

間伐等の森林整備

木質ペレット製造施設の整備

生産基盤となる林道整備

公共建築物の木造化

治山施設による事前防災・減災対策

森林整備事業や治山事業の計画的な推進

林業・木材産業成長産業化促進対策交付金事業の計画的な推進と拡充

森林環境譲与税の有効活用を図るため、新たな森林管理システム下における市町村業務の
円滑な実施に向け、都道府県との連携のもと指導、助言など必要な支援を行うこと

森林整備法人への支援措置の拡充強化
⑴森林経営に適した森林について必要な整備が
着実に進むよう、森林環境保全直接支援事業
の予算の確保

⑵林業の生産基盤となる林道整備を推進するた
め、森林資源循環利用林道整備事業や農山漁
村地域整備交付金等の予算の確保

⑶流木対策や荒廃山地の復旧・予防対策等を推
進するため、復旧治山事業等の予算の確保

⑴間伐に必要な路網整備予算の確保と間伐等における未利用材の流通経費に対する支援の拡充
⑵高齢級人工林の主伐の際に林内に放置される低質材の搬出経費に対する支援の実施
⑶木造公共施設の整備を推進するため、交付率の引上げなど支援を拡充するとともに、国産材
を使用した住宅の新築・増改築に対する支援の実施

⑴公庫つなぎ資金について、無利子枠の適用
と償還期間及び令和 4年度までとされてい
る貸付制度の延長
⑵県の公社支援に対する地方財政措置の拡充



―　　―５４

４８　水産業振興対策の推進について
（農林水産省）

　漁業従事者の高齢化、後継者の不足や魚価の低迷など、水産業を
取り巻く環境が厳しい状況にある中、昨年、資源管理措置や漁業権
免許制度等を一体的に見直す漁業法改正が行われるとともに、太平
洋クロマグロの資源管理においてTAC制度が導入された。本県に
おいても、ブリの漁獲量の減少をはじめ主要魚種の漁獲変動が大き
く、漁業経営の先行きは不透明な状況にある。
　また、東日本大震災での甚大な被害に限らず、高波による漁港施
設、漁港海岸施設の災害や、豪雨による流木被害が発生している。
　こうした中、富山湾及びその周辺海域の多様な水産資源の持続的
（サスティナブル）な利用と豊かな食生活を支える安全で良質な水
産物の供給を目標に、富山湾の特性を活かした「つくり育てる漁業」
の一層の推進、衛生管理機能を向上させた漁業生産基盤の整備、良
好な漁場の維持や漁業経営基盤の強化等を図る必要がある。
　ついては、本県における水産業の振興、発展のため、次の事項に
ついて格段の配慮を願いたい。

１　漁業法改正に基づく水産政策の改革の具体的な実施にあた
り、待ちの漁法である定置網中心の本県漁業の実態を踏まえ
た運用を図ること

２　日本海における水産資源の持続的利用のための対策の実施
　⑴　定置網漁業者とまき網漁業者とのブリ資源の利用に関す

る調整を図るための協議組織の国主導による運営と指導
　⑵　ブリなどの広域回遊魚について漁獲変動に対応した総合

的な水産資源調査研究の推進と研究連携の継続
　⑶　水産エコラベル認証取得への支援
３　TAC制度の導入に伴うクロマグロ資源管理方策の改善
　⑴　小型魚における定置網等の沿岸漁業と沖合漁業の漁獲枠

配分の見直しや国主導による漁獲枠融通の枠組みの構築と
柔軟な運用

　⑵　定置網漁法における小型魚の放流技術開発の加速化と県
の取組みへの支援の継続

　⑶　漁獲抑制のための休漁等の措置に伴う漁業収入安定対策
の拡充

　⑷　漁獲枠を超えるおそれがある場合の水産庁留保枠の迅速
な追加配分

４　水産基盤整備事業及び農山漁村地域整備交付金の予算の確保
　⑴　漁業生産の拠点となる漁港等水産基盤の整備及び機能保

全対策の計画的な推進
　⑵　漁港漁村の高波対策としての漁港海岸施設の機能強化保

全対策の計画的な推進
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４９　地方発イノベーションによる産業の高度化について
（内閣官房、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省）

　少子高齢化による生産年齢人口の減少、国内市場の成熟化、グロ
ーバル競争の激化や産業構造の変化など、ものづくり産業を取り巻
く環境変化に対応していく必要がある。
　このため、日本海側屈指の工業集積を誇る本県では、ものづくり
産業を取り巻く環境の変化を踏まえ、今後の本県の産業振興施策の
指針となる「新・富山県ものづくり産業未来戦略」を策定し、IoT
やAIの活用など第４次産業革命の進展を見据え、今後大きな成長
が見込まれるヘルスケア、医薬バイオ、医薬工連携、次世代自動車、航
空機、ロボット等の新産業の創出・育成、産業の高度化に取り組ん
でいる。
　さらに、ものづくり産業振興の拠点である産業技術研究開発セン
ターや、医薬品産業の振興のための研究開発・技術指導を行う薬事
総合研究開発センターに全国の公設試のなかでもトップレベルの設
備を数多く整備するなど、県内ものづくり企業の製品開発、事業化
への支援を拡充してきたところである。
　ついては、地方発イノベーションは、我が国の将来と地域の発展
に欠かせないものであり、多様な産業の集積やものづくり技術など
地域の強みや特色を活かした革新的な製品等の研究開発を推進し、
産業の高度化に対する支援について、格段の配慮を願いたい。

１　地方主導の産学官連携による戦略的産業の形成を推進するた
め、研究段階から製品化・事業化の取組みへの支援制度の拡充
　⑴　「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム」

など、とやまアルミコンソーシアムにおける研究開発や事
業化の取組みへの支援

　⑵　医療分野の研究開発の基礎から実用化までの一貫した支
援のため、（国研）日本医療研究開発機構（AMED）の研
究開発支援制度の拡充

　⑶　中小企業研究開発支援事業（サポイン）など研究開発・
事業化にかかる支援の安定的かつ継続的な実施、自己負担
の軽減及び手続きの簡素化などの支援内容の充実

２　ヘルスケア、医薬バイオ、医薬工連携、次世代自動車、航
空機、ロボット、機械、電子デバイス等の成長産業への参入
に向けたオープンイノベーションなどによる研究開発・事業
化に対する支援の充実

３　ＩｏＴ・ＡＩの導入促進のための、人材育成等や資金面な
どで課題のある地方の中小企業に対する支援の充実、情報セ
キュリティ、データ利活用等に関する規制・制度などの環境
整備の促進

４　産学官連携を推進する公設試験研究機関等への先端設備導
入の支援
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５０　電力の安定供給の確保と総合的なエネルギー
　　政策の推進について

（経済産業省、環境省、国土交通省）

　東日本大震災に伴う原発事故の発生を背景として、全国の多くの
原発が停止していることから、電力供給の制約による国民生活や産
業への影響が懸念されている。今後、我が国が更なる経済成長を実
現するとともに、国民生活の安定を図るうえで、必要な電力量の安
定的な確保を図ることが必要である。
　また、安全の確保を最優先に、成長戦略や地球温暖化防止対策、
国民負担等を勘案し、バランスのとれた総合的なエネルギー政策の
推進が不可欠となっている。
　本県においては、再生可能エネルギービジョンを策定し、包蔵水
力が全国２位と高いポテンシャルを活用しながら、小水力発電の導
入支援など、再生可能エネルギーの導入促進を図っている。また、
家庭や企業等における省エネルギーの普及に努めているが、こうし
た再生可能エネルギーや省エネルギーなどの普及・導入促進の取組
みを今後さらに加速化、強化していく必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　我が国における企業活動や国民生活に支障が生じないよう
電力の安定供給の確保

２　安全の確保を最優先に、成長戦略や地球温暖化防止対策、
国民負担等を勘案したバランスのとれた総合的なエネルギー
政策の推進

３　再生可能エネルギーの導入を促進するため、小水力発電に
係る適切な買取価格の設定を含め、地域特性を活かした分散
型エネルギーシステム構築への支援

４　環境に配慮した住宅、自動車や産業用省エネ設備、エネル
ギー管理システムの導入促進など省エネルギーの普及に関す
る制度、支援の充実
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５１　新たなエネルギー資源の開発促進について
（経済産業省）

　我が国のエネルギー政策は、東日本大震災の発生を契機として、
大きな転換期を迎えており、バランスのとれた総合的なエネルギー
政策の推進が不可欠となっている。
　こうした中、本県においては、再生可能エネルギービジョンを策
定し、その普及・導入促進の取組みを加速化、強化しているが、特
に、地熱発電については、地熱資源量が全国２位という高いポテン
シャルを活かすため、現在、地熱資源の開発に向けた調査を積極的
に進めているところである。
　さらに、将来の二次エネルギーの中心的役割を担うことが期待さ
れている水素エネルギーの利活用に関しては、官民が一体となって、
水素ステーションの整備やＦＣＶ（燃料電池自動車）の普及に向け
た取組みを積極的に展開しているところであり、昨年３月には、水
素社会の実現に向け、本県の取組みの方向性や取り組むべき施策等
についての指針を取りまとめた「とやま水素エネルギービジョン」
を策定したところである。
　また、新たなエネルギー資源として期待される日本海側の表層型
メタンハイドレートについては、上越沖の１箇所の資源量が推定さ
れたところであるが、日本海側全体の資源量は把握されておらず、
また、回収技術の調査研究も緒についたばかりであり、開発に向け
た取組みを一層加速化させる必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　地熱資源開発に対する支援等の必要な予算の確保
２　水素ステーションの設置と運営及びＦＣＶ（燃料電池自動
車）普及に係る補助制度の充実と継続

３　水素ステーションの導入及び運営コスト低減を図るため、
安全性を確保したうえで、必要な規制改革の着実な推進

４　日本海側における表層型メタンハイドレートの資源量全体
を把握するための調査の実施や回収技術の開発の促進
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５２　中小企業・小規模企業の活性化の推進及び
　　創業者支援等について　

（経済産業省、中小企業基盤整備機構、文部科学省）

　本県経済は、緩やかに回復しており、各種政策の効果もあって、
緩やかな回復が続くことが期待されるが、海外景気の下振れによる
景気の下押しリスクなど、景気の先行きは不透明である。
　こうしたなか、地域の雇用を支える中小企業・小規模企業の経営
者の高齢化が進展し、このまま現状を放置すると廃業が急増し、多
数の雇用・経済価値が損失することが懸念されることから、中小企
業・小規模企業の円滑な世代交代・事業承継に向けた切れ目のない
支援が必要である。
　また、厳しい状況にある地域産業の再生、活性化を図るため、新
事業活動に取り組む中小企業や創業・ベンチャー企業の積極的な支
援を行うとともに、円滑な資金供給の推進、企業間の不公正な取引
の是正等下請取引の適正化などに取り組んでいく必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　IoT等を活用した生産性の向上や人材育成、経営力の向上
などに向けた施策の充実と予算の確保

２　創業に向けたスタートアップを支援する環境づくり（空き施
設等を活用したコワーキングスペースの設置など）に対する
支援制度の創設及び事業承継に対する支援制度の継続・拡充

３　中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業、伴走
型小規模事業者支援推進事業及び地方公共団体による小規模
事業者支援推進事業等の充実と継続

４　資金繰りに支障をきたしている中小企業・小規模企業に対
する経営改善・事業再生支援や金融支援の充実及び下請取引
適正化の推進

５　消費税率の引上げについて、円滑かつ適正な転嫁のための
徹底した対策及び軽減税率制度導入への対応に係る支援並び
に中小企業・小規模企業活性化策のさらなる充実

６　地域資源の活用や農商工連携の推進のための支援措置の充実
７　伝統的工芸品の海外展開や技術の継承に対する支援措置の
充実及び東京オリンピック・パラリンピックへの活用

８　経営革新計画承認企業に対する支援措置の継続
９　高度化資金における償還猶予の弾力化
１０　中小企業大学校北陸ブロック校の開設中止に伴う県内中小
企業等への研修受講機会の充実及び旧建設候補地の有効活用
に関する支援
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５３　環日本海・アジア地域等との経済交流及び
　　物流の活性化について

（経済産業省、国土交通省、外務省、日本貿易振興機構）

　本県は、環日本海地域の中央拠点を目指し、県内企業の経済交流
活動の支援やその基盤となる物流の活性化に取り組んでいるところ
である。更なるグローバル化が進展する中、県内企業が今後も活力
を維持していくためには、環日本海諸国やアジア地域などの成長エ
ネルギーを取り込んでいくことが重要である。
　経済交流については、本県の優れたものづくり製品・技術を世界
に発信していくため、本年１０月、国内外のものづくり企業やバイヤ
ーなどが一堂に集う「富山県ものづくり総合見本市２０１９」を開催す
ることとしている。また、ベトナムやタイ、香港、インド・アンド
ラプラデシュ州とは、経済交流の推進等に関する覚書を締結してお
り、今後とも、アジア地域を中心に、経済訪問団の派遣やビジネス
セミナーの開催などにより、県内企業の海外展開や販路開拓を積極
的に支援することとしている。
　物流の活性化については、伏木富山港は、日本海側で唯一のロシ
ア極東との定期コンテナ航路や、全国最多の定期ＲＯＲＯ船航路を
有するなど、全国トップクラスのロシア物流の拠点となっている。
こうした中、ロシア物流の更なる活性化を図るため、県では、シベ
リア鉄道を活用した輸送実験等に継続的に取り組むとともに、シベ
リア鉄道の定時性、迅速性を要請する等改善に努めているところで
ある。特に、本年５月の日ロ知事会議等において、シベリア鉄道等
を活用した物流活性化の重要性を強調し、通関手続きの迅速化を含
めた輸送日数の短縮を要請してきたところである。
　ついては、環日本海・アジア地域等との経済交流、物流の活性化
が一層図られるよう、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　高品質な製品や先端技術を有する中小企業の海外展開や販
路開拓、海外の優れた企業等の誘致に対する支援の充実

　⑴　海外ミッション派遣事業の充実
　⑵　バイヤー招へい事業の拡充
　⑶　国内での国際見本市開催への支援
　⑷　外国企業誘致等に取り組む自治体への支援
２　シベリア鉄道等を活用したロシア物流の活性化
　⑴　ロシア極東港における通関及び港湾関連手続きの簡素

化・迅速化及びシベリア鉄道の定時性・速達性の向上など、
シベリア鉄道を巡る環境改善への交渉の加速化

　⑵　「シベリア鉄道による貨物輸送パイロット事業」の継続・
拡充及び伏木富山港を活用する実証事業の採択
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５４　デザインの振興について
（内閣官房、経済産業省、文部科学省）

　近年、ものづくりにおけるデザインの重要性が高まっている。本
県では、１９９９年に国内で唯一の都道府県立のデザイン専門の試験研
究機関として富山県総合デザインセンターを設置し、伝統工芸品の
ほか、本県に集積する自動車や医薬品などの先端産業の商品開発等
について、デザイン面から支援を行ってきた。
　これまで、今や若手デザイナーの全国的な登竜門となっている「富
山デザインコンペティション」の開催や、県内外のデザイン系大学
の学生と本県のものづくり企業との産学官の連携によるデザイン開
発や試作品開発を行うなど、付加価値の高いものづくりを支えるデ
ザイン人材の育成、確保に取り組んでいる。
　また、デザイナーや異業種の多様な人材が集い、連携交流し、デ
ザイン思考により、新商品や新事業を創出する拠点として、一昨年
１１月、総合デザインセンター内に「クリエイティブ・デザイン・ハ
ブ」を整備したほか、先月、ＶＲ技術の活用により、試作品の効率
的なデザイン検証を可能とする「バーチャルスタジオ」を開設する
など、デザインを活用した付加価値の高いものづくりの支援機能を
充実してきたところである。
　今後は、アートとデザインをつなぐ富山県美術館とも連携しなが
ら、デザインを含めた文化力で本県の「ものづくり産業」の振興を
図るとともに、デザインを通じて、多様な人材が集い連携するデザ
イン交流拠点の創出を図ることとしている。
　ついては、次の事項に各段の配慮を願いたい。

１　デザイン思考による新商品開発・新事業創出に向けたスタ
ートアップの調査研究や試作品製作などへの支援

２　産業振興を支えるデザイン人材の育成・確保に関する取組
みへの支援

３　デザインを活用した産業振興に必要な先端設備導入への支援
４　工芸、建築、デザインなど、日本の強みを活かす国際的な
拠点づくりとアートとデザインをつなぐ富山県美術館との連
携の促進
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５５　中心市街地と商店街の活性化について
（経済産業省、国土交通省）

　全国の地方都市においては、郊外型大型店の進出やインターネッ
ト通販の普及等により、商品の入手方法は多様化し、人の流れも変わ
るなど、中心市街地や商店街が果たすべき役割も変化してきている。
　本県の中心市街地や地域の商店街においても、大型商業施設の撤
退や空き店舗の増加、施設の老朽化、後継者不足などの課題が極め
て深刻な状況にあり、今後、地域活性化を図るため、北陸新幹線開
業の効果を最大限に活かして魅力的なまちづくりを推進することが
重要である。
　このため、富山市及び高岡市では、国の認定を受けた第３期中心
市街地活性化基本計画に基づき、「まちの顔」としての中心市街地の
魅力を創出するため、更なる活性化に向けた取組みを進めていると
ころである。
　その他の県内各地域においても、個性的で賑わいのあるまちづく
りへの取組みが進められている。
　国においては、中心市街地や商店街の活性化に取り組まれている
ところであるが、引き続き、地域と連携し新たな需要を取り込む取
組みを一層推進していく必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　富山市及び高岡市の第3期基本計画に掲げる市街地再開発
事業等による市街地の整備改善、まちなかの交流人口の拡大
や商業活性化のための事業等への支援策の充実

２　中心市街地や商店街の活性化を図る「地域まちなか活性化・
魅力創出支援事業」や「商店街活性化・観光消費創出事業」
において、空き店舗を活用した多様な施設整備（コワーキン
グスペース、シェアオフィスなど）などを行う際に、事業主
体の負担軽減が図られるよう補助率の引上げや、より柔軟に
活用できるよう補助下限額の引下げ

３　消費税率の引上げにあたって懸念される消費の落込み等に
対応したさらなる商店街活性化策の充実
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５６　北陸新幹線の整備促進について　
（国土交通省、財務省、総務省、鉄道建設・運輸施設整備支援機構）

　北陸新幹線は、高速交通体系の中軸として国土の均衡ある発展に
不可欠なものであり、沿線地域の飛躍的な発展を図るうえで極めて
大きな効果をもたらすものである。
　また、多重系の輸送体系の確立による災害に強い強靭な国土づく
りが強く求められている。
　このような観点から、大規模災害時等においては東海道新幹線の
代替補完機能を有するとともに、豪雪などの災害に強く信頼度の高
い社会インフラでもあり、日本海国土軸の形成に必要不可欠な国家
プロジェクトである北陸新幹線に求められる役割がこれまで以上に
大きくなっており、大阪まで早期に整備する必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　現在建設中の金沢・敦賀間について、令和4年度末までの開
業が確実に実現するよう整備を促進するとともに、敦賀まで
の更なる前倒し開業を含め、早期開業に最大限努力すること。

　　また、関西・中京圏と北陸圏との間の円滑な流動性を図る
ため、敦賀駅等における乗換利便性の向上策を講じるほか、
在来線特急の運行本数（サンダーバード２５往復、しらさぎ１６
往復）の維持・拡大とともに、「つるぎ」の延伸をはじめ、北
陸新幹線の運行本数の確保・拡大など、関西・中京圏へのア
クセス向上を図ること

２　敦賀・大阪間について、東海道新幹線の代替補完機能の確
立による災害に強い国土づくり、広域観光や地方創生に資す
る「大ゴールデン回廊」形成の重要性等に鑑み、敦賀開業前
にも大阪までの認可・着工が認められるよう環境アセスメン
トを速やかに進め、令和１２年度末の北海道新幹線・札幌開業
頃までに大阪までの全線整備を図ること

３　これらを実現するため、収支採算性に優れた北陸新幹線の
事業費として、金沢・敦賀間の建設財源を国費の更なる増額
も含め十分に確保するとともに、敦賀・大阪間の整備を促進
すべく、新幹線への公共事業費の拡充・重点配分、貸付料の
前倒し活用や算定期間の延長、既設新幹線譲渡収入や鉄道・
運輸機構の特例業務勘定の利益剰余金の活用、必要に応じ財
政投融資の活用等により必要な財源を確保され、整備スキー
ムを見直すこと

４　地方負担については、沿線の地方自治体に過度の負担が生
じないよう、コスト縮減や国家プロジェクトにふさわしい十
分な財政措置を講じること

５　「かがやき」については、定期列車が全列車停車とされた
富山駅以外の新高岡駅等県内駅についても、流動頻度の高い
時間帯等について、定期列車の停車や臨時列車の増便・停車
となるよう、配慮いただきたいこと
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「北陸新幹線」駅・ルート図

※平成２９年３月１５日の与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームで決定されたルートを図示。
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５７　並行在来線への支援及び地域公共交通の
　　維持・活性化について

（国土交通省、総務省、財務省）

　北陸新幹線の開業に伴いＪＲ西日本から経営分離された本県の並
行在来線は、日常生活を支える重要な路線であるとともに、広域・
幹線物流ネットワークを支える重要な役割を担っている。これまで
貨物調整金の大幅な拡充等が図られてきているが、依然として厳し
い収支が見込まれることから、国の責任において、引き続き運営会
社を支援し、安定経営の確保を図っていく必要がある。
　また、その他の公共交通機関についても、地域住民の生活の足を
確保するとともに、地域の実情を踏まえた多様な交通サービスの推
進や公共交通ネットワークの強化など、地域公共交通の維持活性化
を図っていくことが極めて重要であり、本県では地域交通にかかる
基本的な方向や重点的に進める施策等について「富山県地域交通ビ
ジョン」を策定し、「つかいやすく、わかりやすい、持続可能な」地
域交通の実現に向けて、取組みを行っているところである。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　並行在来線を将来にわたり持続可能にする仕組みを確立す
るため、

　⑴　大規模修繕・改良、車両更新等の支援に係る予算の確保、
税制上の優遇措置を充実すること

　⑵　地方団体の負担が過度なものとならないように、国の十
分な支援、ＪＲの協力等により、並行在来線を将来にわた
り持続可能にする仕組みを確立すること

　　　特に、ＪＲから鉄道・運輸機構に支払われる貸付料には、
並行在来線の赤字解消分も含まれていることなどから、並
行在来線の維持確保の財源として活用を図ること。また、
令和１３年度以降の貨物調整金制度の見直しに適切に対応す
ること

２　並行在来線が県内の公共交通機関のネットワークの結節拠
点であることを踏まえ、

　⑴　あいの風とやま鉄道新駅（富山駅－東富山駅間）の整備
に対する支援

　⑵　ＪＲとの乗継割引をはじめとする他の交通機関等との連
携など利用促進策に対する支援

　⑶　広域利用者の利便性確保に係るＪＲとの協議に対する支援
３　公共交通事業者によるバリアフリー化や鉄道軌道の安全性
向上、利用環境改善等に係る施設整備及び全国相互利用可能
な交通ＩＣカードの導入促進への支援

４　地域間の交通ネットワークの充実と利用促進を図るため、
ＪＲ城端線の増便やＪＲ城端線・氷見線の直通化、全国相互
利用可能な交通ＩＣカード導入など沿線市の連携等による地
域交通の利便性向上に資する取組みに対する支援

５　高山本線富山～高山間における特急「ひだ」の増便など、
広域交通の利便性向上に係るＪＲとの協議に対する支援

６　安全輸送施設等の更新対策など、鉄道軌道の安全性向上に
係る予算の確保
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５８　富山きときと空港における航空ネットワークの
　　充実と冬季就航率の向上について

（国土交通省）

　富山きときと空港は、北陸・飛騨・信越地域の空の玄関口として、国
内定期路線を２都市間で、国際定期路線を４都市間で運航しており、
環日本海・アジア交流の拠点空港としての機能充実と就航率の向上
が期待されている。
　こうしたなか、本空港の基幹路線である富山－羽田便については、
北陸新幹線開業後、大変厳しい状況が続いており、昨年９月に、県
議会、県内市町村、経済団体、企業、飛騨・高山地域の行政、商工
関係団体等が集まり、「富山－羽田便」利用促進キックオフ大会を開
催し、１日４便体制の維持を目指し、官民挙げた利用促進に取り組
んでいる。
　当便は、本県と全国・世界との交流、本県の未来創生を支える極
めて重要な航空ネットワークであり、北陸・富山への新たな旅客需
要や羽田経由の国内外乗継需要を取り込みながら、当便の便数維持
や飛行時間短縮のための飛行経路の効率化等の利便性向上を図ると
ともに、新規路線の誘致、格安航空会社（ＬＣＣ）やリージョナル
ジェットの活用などにより、航空ネットワークの充実に取り組むこ
とが本空港にとって極めて重要である。
　また、地方路線の維持・拡充は、交通利用者の選択肢を増やし利
便性を高め、ひいては地域経済活性化に寄与する観点からも重要で
あり、混雑空港等における地方空港の発着枠の確保等により地方都
市間の路線新設に取り組む必要がある。
　さらに、本空港では、地形や周辺の構造物による制約から、ＩＬＳ
（計器着陸装置）を完備することができず、冬季においては、雪に
よる視界不良等により欠航便が多数発生している。こうしたなか、
これまでも欠航回避に向け、ＲＮＰ－ＡＲ飛行方式の導入やＸバン
ドＭＰレーダー情報の活用などに取り組むほか、昨年度には低空域
の雪雲の動きを予測するシステムを開発したが、更なる就航率向上
への取組みが不可欠である。
　ついては、次の事項について格段のご配慮を願いたい。

１　国内外の航空ネットワークの充実
　⑴　富山－羽田便の便数維持及び利便性向上、関西・九州・

沖縄などへの新規路線開設、国際路線の開設及び利用促進
並びに格安航空会社（ＬＣＣ）・リージョナルジェットの活
用による航空ネットワーク充実に向けた取組みへの支援

　⑵　飛行時間短縮のための飛行経路の効率化等による富山－
羽田便の利便性向上に向けた取組みへの支援

２　冬季就航率の向上
　　現在、鋭意開発が進められているＧＰＳを活用した新たな
着陸誘導システム（ＧＢＡＳ）の開発促進と富山空港への早
期導入
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５９　都市基盤整備の推進について
（国土交通省）

　北陸新幹線開業効果を持続・深化させ、都市の活性化や個性豊か
で魅力あるまちづくりなどにより地方創生を推進するため、特に　
富山駅での連続立体交差事業の加速化を図るなど、次の都市基盤の
整備について格段の配慮を願いたい。

１　富山駅周辺の整備
　⑴　富山駅付近連続立体交差事業の促進
　　　　富山地方鉄道本線、あいの風とやま鉄道線
　⑵　駅周辺のアクセス道路等
　　　　（都）牛島蜷川線、（都）富山駅南北線　ほか
２　街路の整備
　⑴　公共交通を支援する道路の整備
　　　　（都）戸出東西中央線　ほか
　⑵　中心市街地の活性化を支援する道路の整備
　　　　（都）総曲輪線　ほか
３　土地区画整理事業等の推進
　⑴　中心市街地の良好な住環境の整備
　　　　黒部市三日市保育所周辺地区（土地区画整理事業）ほか
　⑵　民間活力を活かした組合区画整理事業の推進
　　　　朝日町泊駅南地区
　⑶　まちの活力を維持・増進する中心拠点の整備
　　　　氷見地区（都市再生整備計画事業）　 ほか
４　都市公園の整備
　　都市にうるおいとやすらぎを与え、災害時には避難地や防
災拠点ともなる都市公園の整備

　　　富山県総合運動公園、砺波チューリップ公園　ほか
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富山駅周辺の整備

都市計画道路総曲輪線

○無電柱化により快適な歩行空間を確保
○魅力ある都市景観の形成により、観光客の増加等、
　中心市街地活性化に寄与
○災害時の電柱倒壊や電線切断などの危険性を除去

東から西を望む 富山駅北口

整備前 整備後（整備済工区）

○富山地方鉄道本線の高架化
○あいの風とやま鉄道線の仮線撤去
○駅周辺のアクセス道路の整備
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６０　地方創生や国土強靱化に向けた道路整備の
　　促進について

（国土交通省）

　道路は、豊かな県民生活や活力ある産業、経済、社会活動を支え
る基礎的な社会資本であり、高規格幹線道路から生活道路まで、県
民誰もが安全・便利で快適な生活が営める社会の実現を目指して、
体系的な道路整備を進めているところである。
　中でも北陸新幹線開業による効果を持続・深化させ、観光振興、
産業・地域活性化の取組みを加速し、地方創生を実現するためには、
地方の創意工夫を最大限に活かした地域づくりと地方への人の流れ
をつくるネットワークの形成が重要であり、東日本大震災を踏まえ、
国全体としてのリスク分散による強靱な国土づくりを目指すうえで
も、道路の早急な整備が喫緊の課題となっている。
　ついては、所要の道路整備予算を確保し、本県における高規格幹
線道路等の整備と安全・安心のみちづくりの促進に格段の配慮を願
いたい。

１　高規格幹線道路等の整備促進
　⑴ 東海北陸自動車道
　　　　早期全線４車線化及び付加車線の整備促進
　⑵ 能越自動車道
　　　　輪島市までの早期全線開通
　　　　地方の意見を踏まえた国等による一元的管理や福岡

ＰＡの活用など利用者の利便性向上対策
　⑶　地域高規格道路
　　　　富山高山連絡道路（猪谷楡原道路、大沢野富山南道路）
　　　　富山外郭環状道路（豊田新屋立体、中島～本郷区間）
　　　　高岡環状道路（六家立体、県道高岡環状線）
　⑷　北陸と関東を結ぶ広域道路
　　　　中部縦貫自動車道、北アルプスゴールデンルート
　⑸　スマートインターチェンジ
　　　　北陸自動車道（（仮称）上市スマートIC）
　　　　東海北陸自動車道（（仮称）城端SAスマートIC）
　⑹　一般国道、県道及び市町村道
　　　　国道8号（入善黒部バイパス、倶利伽羅防災）
　　　　国道４１５号（富山東バイパス、新庄川橋）
　　　　県道富山立山公園線（富立大橋）　 ほか
２　安全・安心のみちづくりの促進
　⑴　通学路対策など交通安全施設
　⑵　落石、雪崩などに対する防災対策施設
　⑶　橋梁の耐震化、道路施設の長寿命化対策
　⑷　冬期における安全で円滑な道路交通の確保
　　　十分な除雪費の確保、除雪機械の更新及び増強等
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高岡環状道路（県道高岡環状線）
（現道状況）

富山外郭環状道路 豊田新屋立体
（現道（国道8号）状況）
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６１　東海北陸自動車道のトンネル区間を含む
　　早期全線四車線化について

（国土交通省、財務省）

　東海北陸自動車道は、日本海国土軸と太平洋新国土軸とを連携し、
強靱な国土を形成する重要な高速道路ネットワークの一部であり、
産業、経済、文化の振興に不可欠な社会基盤である。
　また、近年頻発している災害時においては、緊急輸送道路や代替
迂回路として、物資の輸送や救急活動に大きな役割を果たすもので
ある。
　しかしながら、約４割の区間が未だ暫定二車線であり、交通渋滞
が頻発し、悲惨な事故を招く要因ともなっている。
　昨年、優先的に四車線化等を実施すべき区間の抽出方法として国
の審議会から示された、時間信頼性の確保、事故防止の観点及びリ
ダンダンシー確保の観点のいずれにおいても、本自動車道の早期全
線四車線化の必要性は明らかである。
　平成３１年３月には、白鳥ＩＣ～飛騨清見ＩＣ間の四車線化工事が
完了し、富山県内では、白川郷ＩＣ～五箇山ＩＣ間の約２．８㎞が新た
に事業化するなど付加車線の設置工事が進められており、早期の全
線四車線化に繋げていく必要がある。
　ついては、次の事項について格段のご配慮を願いたい。

１　「高速道路における安全・安心計画（仮称）」において、優
先的に四車線化を実施すべき区間として選定するとともに、
引き続き、財政投融資を活用するなどし、城端トンネル、袴
腰トンネル、飛騨トンネル、椿原トンネル等のトンネル区間
を含む、全線の四車線化に早期着手すること

２　城端ＳＡ付近、南砺スマートＩＣ付近および五箇山ＩＣ付
近で実施されている付加車線の整備促進を図ること

３　（仮称）城端ＳＡスマートＩＣの早期事業化を図ること
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東海北陸自動車道　小矢部砺波JCT～飛騨清見IC
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６２　災害につよく強靱な県土づくりに向けた
　　防災・減災対策の推進について

（国土交通省、農林水産省、厚生労働省、経済産業省）

　本県は、急峻な山々や急流河川などの険しい地形、崩れやすい地質を有
しており、これまで幾度となく、集中豪雨による河川の氾濫、土石流など
の被害を被ってきた。また、富山湾特有の寄り回り波による越波被害など、
高波被害や海岸侵食に見舞われており、東日本大震災を教訓とした地震・
津波対策や平成２９年の九州北部豪雨等による流木被害を踏まえた流木対策
の充実強化なども含め、事前防災・減災対策を進めることは県政の重要課
題である。
　さらに、高度成長期を中心に整備された公共土木施設の老朽化が進展し
ており、今後、これらの施設について計画的な維持・管理を進めていくこ
とが必要である。
　こうした中、国においては、昨年の７月豪雨や台風、地震などを教訓に、特
に緊急に実施すべき対策として「防災・減災、国土強靱化のための３か年
緊急対策」を盛り込み、昨年１２月に「国土強靱化基本計画」を改定された
ところであり、本県においても、「富山県国土強靱化地域計画」を見直し、
本県の強靱化及び国全体の強靱化に貢献するための取組を一層推進するこ
ととしている。
　ついては、引き続き、災害につよく強靱な県土づくりを推進するため、
次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　３か年緊急対策の推進
　⑴　「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」による防災・
減災対策の確実な実施

　⑵　緊急対策の３か年に留まらず、必要な財源を確保し、今まで以
上に強靱な国土づくりを強力かつ継続的に推進すること

２　治水・浸水対策の推進
　⑴　河川改修事業　　　　　神通川（国直轄）、地久子川、鴨川　ほか
　⑵　堰堤改良事業　　　　　和田川ダム　ほか
　⑶　農地防災事業　　　　　国営附帯県営「庄川左岸地区」　 ほか
　⑷　下水道事業　　　　　　こうなぎ川排水区、中神排水区　ほか
３　土砂災害対策等の推進
　⑴　砂防事業　　　　　　　立山砂防（国直轄）、池川　ほか
　⑵　治山事業　　　　　　　常願寺川地区（国直轄）、東山地区　ほか
　⑶　地すべり対策事業　　　胡桃地区、石堤平尾地区　ほか
　⑷　急傾斜地崩壊対策事業　大松地区　ほか
４　海岸保全対策の推進　
　　　海岸侵食対策事業等　　下新川海岸（国直轄）、富山海岸、
　　　　　　　　　　　　　　水橋漁港海岸　ほか
５　地震・津波対策の推進
　⑴　海岸・港湾・漁港施設における地震・津波対策の整備推進
　⑵　橋梁の耐震化や緊急輸送道路となる道路ネットワーク等の整備推進
６　公共土木施設などの長寿命化・老朽化対策の推進
　　橋梁、港湾施設、農業水利施設、水道施設、工業用水道施設など
の長寿命化等の戦略的維持管理・更新の実施に対する支援
７　流木対策の推進
　⑴　渓流等における流木対策施設の整備
　　　　神通川水系砂防（国直轄）、内生谷西沢、境地区　ほか
　⑵　ダム湖における流木の安全な捕捉施設と効率的な回収処理方法
の早期開発と整備
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太谷川 防波堤を乗り越える高波〔芦崎〕

集中豪雨による
市街地の浸水被害

地久子川［平成２４年7月　高岡市］ 砺波市街地［平成２９年8月］

高波（寄り回り波）による災害
［平成２０年2月入善町］

記録的集中豪雨（１３２mm/ｈ）
による土砂災害［平成２０年7月南砺市］

山腹崩壊による土砂災害
［平成２９年1月南砺市］

谷内谷

平成３０年7月豪雨による災害
［平成３０年7月富山市］

神通川の堤防欠損（葛原）
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６３　利賀ダムの建設促進について
（国土交通省）

　一級河川庄川では、昭和５１年の台風１７号や平成１６年の台風２３号に
よる出水など幾度も洪水による大きな被害が発生しており、早期の
治水対策が強く求められている。
　このため、国による利賀ダムの建設が平成５年度から進められて
いる。
　利賀ダム建設事業については、国において、平成２２年９月からダ
ム事業の検証が行われた結果、平成２８年８月に事業を継続するとの
対応方針が決定されたところであり、現在、ダム本体着工に必要と
なる転流工のための進入路などの整備が進められている。
　利賀ダムは、庄川水系河川整備基本方針に定められた１５０年に１回
程度発生する洪水に対応できる治水安全度を確保するために計画さ
れたものである。
　また、沿川の全ての市長がダム本体の早期整備を強く要望してお
り、近年、集中豪雨等による災害が全国的に頻発していることから
も極めて重要なものである。
　ついては、災害につよく強靱な県土づくりを推進し、沿川住民の
生命と財産や地域の安全を守るため、次の事項について格段の配慮
を願いたい。

　事業執行の効率化やコスト縮減により、総事業費の抑制に努
め、１日も早く完成を図ること
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６４　地域におけるバス路線等の維持・確保のための
　　支援の充実について

（国土交通省）

　地域におけるバス路線等は、通院、通学、買い物など住民の日常
生活を支えており、とりわけ自動車を運転できない学生・生徒や高
齢者などのいわゆる交通弱者にとって不可欠な存在であるとともに、
来訪者にとっても必要な移動手段である。今後、人口減少の進展に
伴う利用者減少とそれに伴う減便や廃止などサービスの低下が懸念
される中、適切な支援の継続やＩＣＴを活用した情報提供などの推
進により、必要な路線を維持・確保、充実していくことが重要であ
る。このため、本県では、県内全ての民営・公営バスのデータをオ
ープンデータ化したほか、県内全域を網羅したバスロケーションシ
ステムの整備を進めているところであり、バス利用者の利便性向上、
バス利用の動機付けに努めている。
　また、国においてはバスなど公共交通機関が衰退する過疎地など
の住民の生活の足を確保するため、道の駅等を拠点とした自動運転
の実証実験を行われ、国が目指す実験地域での２０２０年の社会実装に
向けては、安全性の確保等のための更なる新技術の開発や導入コス
トなどの課題解決が求められている。
　さらに、バス運転者の要員不足が深刻な問題となっており、国に
おいて、平成２８年１１月に北陸信越運輸局に「バス運転者確保対策会
議」が設置され、運転手の採用増に向けた取組みなどが進められて
いるが、バス運転者の確保・育成を図ることは、持続可能なバス交
通を実現するとともに、疾病や過労によるバス事故を防止するうえ
でも重要である。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　地域間幹線系統や地域内フィーダー系統に対する補助金等
について、地域の実情に応じて必要なバス路線を適切に維持・
確保できるよう、制度の充実と十分な予算確保を図ること

　　また、制度の見直しにあたっては、地方の意見や実情を踏
まえた見直しとするよう努めること

２　市町村等においてまちづくりと一体となったバス路線等の
地域交通ネットワークの充実を図るため、地域公共交通網形
成計画等の策定に対する支援について、十分な予算確保を図
ること

３　バス利用者の利便性向上のため、標準フォーマットを活用
したバスロケーションシステムの整備など、ＩＣＴを活用し
た情報提供の取組みの普及を推進するほか、先進的に取り組
む自治体等へ支援の充実を図ること

４　地域公共交通の維持・確保に資する、自動運転等の新技術
の開発や導入・普及を推進すること

５　バス運転者の確保や育成に対する支援を拡充すること
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６５　日本海側の「総合的拠点港」伏木富山港の
　　機能強化等について

（国土交通省）

　対岸諸国に対して地理的優位性を持つ、日本海側の「総合的拠点
港」伏木富山港は、興隆する対岸諸国の経済発展等を我が国の成長
に取り込むことにより、国際競争力の強化や観光立国の推進など日
本経済の発展に貢献するための重要な役割を担うとともに、東日本
大震災を踏まえた災害に強い物流ネットワークの構築が求められて
おり、太平洋側のリダンダンシーの確保の観点からも、伏木富山港
のさらなる機能強化を図る必要がある。
　また、今後、港湾施設の増加や老朽化によって、維持管理や更新
費用の増大が見込まれるため、計画的かつ効率的に管理運営を図り、
国際拠点港湾としての機能を十全に発揮させる必要がある。
　さらに、新川地域の海上輸送拠点である魚津港の老朽化対策、県
内各地域における県民により親しまれるための運河整備や防災機能
を高めるための海岸整備を推進する必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　日本海側の「総合的拠点港」伏木富山港の機能強化
　　・新湊地区
　　　　中央岸壁（－１４m）の整備、泊地増深、
　　　　国際物流ターミナル北4号岸壁の延伸、
　　　　海王丸パーク・新湊大橋周辺の緑地整備
　　・伏木地区
　　　　北防波堤の老朽化対策、臨港道路伏木外港1号線、
　　　　外港緑地の整備、伏木港大橋の老朽化対策
　　・富山地区
　　　　2号岸壁（－１０m）の老朽化対策、臨港道路西宮線の

整備、富岩運河・住友運河の遊歩道整備
　　・国有港湾施設の国の負担による維持管理
２　魚津港の老朽化対策の推進
　　・岸壁等の老朽化対策
３　海岸整備の推進
　　・伏木富山港海岸、魚津港海岸の海岸侵食対策　ほか
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６６　「公害財特法」の適用期限の延長等
　　ダイオキシン類対策について

（総務省、環境省、国土交通省）

　ダイオキシン類については、人の健康や生態系に有害な影響を及
ぼすおそれがあることから、環境汚染の実態把握や事業者への適正
な監視・指導などの積極的かつ速やかな対応が必要となってきてい
る。特に、ダイオキシン類に汚染された富岩運河等における改善対
策の実施とその維持管理が必要である。
　本県では、富岩運河等において、「公害財特法」（公害の防止に関
する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律）の総務大臣指
定を受け、ダイオキシン類の汚染対策として伏木富山港富山地区港
湾公害防止対策事業を実施しているところである。しかし、公害財
特法は令和２年度限りで期限を迎え、同法の失効に伴い、今後、事
業の遅延や中断・中止を余儀なくされる恐れが想定される。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　「公害財特法」の適用期限の延長

２　大量のダイオキシン類汚染土を対象とした、安全で低コス
トな無害化処理技術の確立

３　覆砂、浚渫除去等による改善対策後の維持管理費の、「公害
防止事業費事業者負担法」に基づく事業者負担の制度化

４　ダイオキシン類の迅速で低コストな測定法の開発
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６７　総合的な空き家対策の推進について
（国土交通省、総務省）

　少子高齢化・人口減少社会の到来や景気の低迷等により空き家・
空き建築物が増加してきており、県内全域において、景観・環境・
防犯上の問題が懸念されている。
　こうしたなか、平成２７年５月には、「空家等対策の推進に関する特
別措置法」が全面施行され、県や市町村、民間関係団体が連携して、空
き家や跡地の利活用、老朽危険空き家等に対する是正措置等の対策
に取り組んでいるところである。
　ついては、地方創生の実現の観点からも、市町村が行う空き家対
策に対する税財政措置等のさらなる拡充・強化を図るなど、総合的
な空き家対策の推進について格段の配慮を願いたい。

　地方創生を実現する観点から、空き家の利活用による移住な
ど地域活性化、空き家の適正管理や除却を推進するため、国に
よる税財政支援措置等の拡充・強化を図ること
　⑴　空き家を利活用した移住などを促進するための市町村の

取組みに必要な予算の確保
　⑵　空き家の利活用にあたり、耐震性や防火性等の建築法制

への適合に必要な経費に対する補助負担率の嵩上げ
　⑶　所有者等に代わって空き家を管理する団体等の活動に対

する支援
　⑷　代執行による求償が困難な空き家の除却費用への支援
　⑸　危険な状態が切迫している空き家に対する緊急安全措置

（即時強制）への支援
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６８　「立山黒部」の世界ブランド化の推進について
（国土交通省、内閣官房、環境省）

　「明日の日本を支える観光ビジョン」では、「国立公園の『ナショ
ナルパーク』としてのブランド化」や「魅力ある公的施設・インフ
ラの大胆な公開・開放」等の施策により、２０２０年の訪日外国人旅行
者数を４，０００万人（２０１８年３，１００万人）にするという大変意欲的な目
標が掲げられている。
　本県が誇る観光地の一つである立山黒部アルペンルートの２０１８年
外国人旅行者数は、２００３年に比べて１１．２倍の２６６，２００人と大幅に増加
しており、本県としては、国の動きに呼応し、２０２０年に向けて外国
人旅行者数の倍増を目指している。
　このため、本県では、「立山黒部」の持つ自然・歴史・文化・産
業・防災といった多種多様な魅力をより一層磨き上げ、「立山黒部」
を世界水準の「滞在型・体験型」の山岳観光地とするため、平成２９
年度に「『立山黒部』世界ブランド化推進会議」を立ち上げ、様々な
プロジェクトを推進している。
　昨年１０月には、６０年来の課題であった黒部ルートの一般開放・旅
行商品化について、関西電力株式会社と協定を締結したところで
ある。
　今年度も、引き続き同会議を開催し、関係省庁のご協力もいただ
きながら、プロジェクトのより一層の推進を図ることとしている。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　立山・美女平間のロープウェイ整備に必要な調査検討や早
期整備に対する支援

２　称名滝を十分眺望でき、観光客の満足度を高めるための施
設を国において整備

３　称名滝へのアクセス向上のための、バリアフリーや環境に
配慮したグリーンスローモビリティ導入に対する支援

４　立山砂防、布橋灌頂会、関西電力黒部ルートなどの「防災・
産業」、「歴史・文化」を素材とした観光商品化への支援

５　国立公園満喫プロジェクトにおける「中部山岳国立公園」
（立山黒部）の追加選定及びプロジェクト展開事業の継続・
充実

６　世界水準のグレードの高いホテルの整備・誘致等の推進の
ための自然公園法の弾力的な運用

７　ＩＣＴを活用した旅行者の利便性向上等への支援
８　登山道の整備や英語表記、山岳トイレなどの整備・更新へ
の支援
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６９　戦略的な観光地域づくりの推進について
（国土交通省、内閣官房、文部科学省）

　本県では、平成２７年３月の北陸新幹線開業以降、多くの観光地等
で入込み数が増加するなど、その効果が顕著に現れている。今後は、
この開業効果をしっかりと持続・深化させることが重要である。
　こうした中、国においては、観光を「国の成長戦略と地方創生の
大きな柱」と位置づけ、「観光先進国」の実現に向け質の高い観光交
流を加速させるため、新たな観光ビジョン「明日の日本を支える観
光ビジョン」を２０１６年３月末に策定し、２０２０年に訪日外国人旅行者
数を４，０００万人（２０１５年の約２倍）、地方での外国人延べ宿泊者数を
７，０００万人泊（２０１５年の約３倍）等の目標値が提示されている。また、
平成３１年１月には、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化
を図るための恒久的財源として、国際観光旅客税が創設されたとこ
ろである。
　本県においても、平成２８年３月、この国の観光ビジョンも踏まえ、
「新・富山県観光振興戦略プラン」を策定し、本県が「海のあるス
イス」として、旅行者から「選ばれ続ける観光地」となるよう、外
国人延べ宿泊者数を平成３１年までに５６万人（平成３０年：約２９万人
（速報値））を目指す等の目標値を掲げ、戦略的な観光地域づくりや
文化財を活かした富山らしい魅力創出などに、富山県ＤＭＯである
（公社）とやま観光推進機構等と連携し、官民一体となって取り組
むこととしている。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　戦略的な観光地域づくりへの支援
　⑴　地域資源の磨き上げなど官民一体となった観光地域づく

りの取組みへの支援
　⑵　観光客（とりわけ訪日外国人個人旅行客）の利便性向上

を図るための環境整備への支援
　⑶　グローバル化や観光客のニーズに対応できる人材育成へ

の支援
２　国際観光旅客税の税収の一定割合を地方団体にとって自由
度が高く、創意工夫が活かせる交付金等による地方への配分

３　観光立国に向けた意欲的な地方自治体の取組みに対する重
点支援

４　文化財の観光資源としての活用への支援
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７０　国際・広域観光の振興について
（国土交通省、内閣官房）

　本県では、富山と海外４都市を結ぶ国際定期路線や、北陸新幹線、
外航クルーズ機能に係る日本海側拠点港である伏木富山港などの交
通基盤を活用し、地域の観光資源を活用したプロモーション事業等の
推進により、外国人旅行者の増加に向けて積極的に取り組んでいる。
　その結果として、立山黒部アルペンルートへの外国人観光客数は、
昨年の実績で過去最高の２６万人を記録し、２００３年と比較して１１．２倍
となっており、今後とも、欧米豪などの新規市場を重点的に誘客を
さらに強化していくこととしている。
　外国人旅行者のより一層の増加を図るためには、地域の観光資源
を活用したプロモーション事業の活用や、DMO等が中心となって
行う飛越能などを巡る広域的な取組み、外国人旅行者の利便性の向
上を図るための受入環境整備の促進が必要である。
　また、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックや大規模な国
際会議の本県開催に向け、ますます外国人旅行者の増加が予想され
る中、世界中に向け、本県が誇る歴史、伝統文化や食などの魅力的
な観光資源を強力かつ戦略的にアピールしていくことが重要である。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

　本県をはじめ、地方における国際観光交流を一層促進するた
めの支援や取組み
　⑴　地域の観光資源を活用したプロモーション事業を推進す

るための所要額の確保及び地方が連携して実施する、台湾、
東南アジア、香港、中国などでの観光プロモーション事業
への予算配分の拡充

　⑵　DMO等が中心となって行う飛越能などを巡る広域周遊
観光促進に対する支援の拡充

　⑶　訪日外国人旅行者がストレスなく快適に旅行するための
多言語表記やトイレの洋式化、バリアフリー化等の受入環
境整備への予算の拡充

　⑷　日台観光サミットや「世界で最も美しい湾クラブ」世界
総会を契機とした観光交流拡大を促進するための取組みや
観光資源の磨きあげへの支援

　⑸　東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えた欧米
豪市場における戦略的訪日プロモーションの強化

　⑹　欧米豪など新規市場の富裕層をターゲットとした海外メ
ディア、旅行会社の招聘による富山県の食の魅力や文化体
験や、映像コンテンツ、ウェブサイト、SNS等を活用し
た海外への情報発信

　⑺　クルーズ見本市への出展や海外船主招聘事業の拡大など
海外へのクルーズ・プロモーションの強化

　⑻　国際会議の誘致促進
　⑼　繁忙期における外国人旅行者向け貸切バスの確保対策
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７１　循環型社会の形成に向けた廃棄物・リサイクル
　　対策の推進について

（環境省、経済産業省、農林水産省、消費者庁）

　世界全体で資源消費が増大し、資源の逼迫や環境影響の増大が懸
念される中、天然資源の消費抑制及び環境負荷の低減を図る循環型
社会を形成することが急務となっている。
　国においては、Ｇ７富山環境大臣会合で採択された「富山物質循
環フレームワーク」を踏まえ、循環型社会形成推進基本計画を見直
すとともに、食品ロス・食品廃棄物の削減やプラスチック資源循環
戦略の検討を進めるなど、循環型社会の実現を目指しているところ
である。
　本県においても、全国初の県内全域でのレジ袋の無料配布廃止、
資源回収、低炭素化など環境に配慮した取組みを積極的に行う小売
店舗を登録する「とやまエコ・ストア制度」の創設に加え、全国に
先駆けた食品ロス削減のための商慣習見直しやマイクロプラスチッ
ク削減のための使い捨てプラスチックの発生抑制など、循環型社会
の形成に向けた施策をＳＤＧｓの理念にも沿った取組みとして重点
的に推進してきた。また、令和元年１０月に本県で開催される「世界
で最も美しい湾クラブ」世界総会においては、資源効率性の向上や
３Ｒの取組みを国内外に発信したいと考えており、環境保全のフロ
ントランナーとして３Ｒの拡大に今後とも取り組んでいきたい。
　ついては、これらの施策を着実に推進するため、次の事項につい
て格段の配慮を願いたい。

１　食品ロス・食品廃棄物の削減に向けて、国民運動の展開や
いわゆる1／3ルールの見直しに関する業界団体への更なる
働きかけなどの積極的な取組み、都道府県が実施する対策へ
の支援

２　使い捨てプラスチックなど廃棄物の発生抑制が一層進むよ
う小売店と連携した店頭での資源回収など先進的事例の横展
開や広域的・重点的な広報啓発、情報提供、環境教育教材の
作成・配布への支援

３　市町村において処理が困難な廃棄物の適正で責任ある処理
体制の整備

４　市町村等が3Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を
総合的に推進するための廃棄物処理施設整備の財源の確保

５　不法投棄の未然防止に向け、県境を越えた広域的な監視活
動への支援や全国的なキャンペーンの推進

６　ＰＣＢ廃棄物の期限内の処理完了に向けた周知・啓発の徹
底並びにＰＣＢ廃棄物の処理体制の整備促進及びＰＣＢ廃棄
物処理に対する財政支援

７　環日本海・アジア地域等の循環型社会づくりに向けて、自
治体や環境関連企業が行う国際環境協力に対する支援の充実
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７２　地球温暖化対策と省エネルギー・再生可能
　　エネルギー対策の推進について

（環境省、経済産業省、国土交通省）

　温室効果ガスの排出抑制や再生可能エネルギーの導入など地球温
暖化対策は、持続可能な社会を構築し、将来世代に引き継いでいく
うえで重要かつ緊急な課題である。
　国においては、平成２７年１２月のパリ協定を踏まえ平成２８年５月に
は地球温暖化対策計画を策定するとともに、Ｇ７富山環境大臣会合
の開催やＧ７伊勢志摩首脳宣言を踏まえ、対策の強化・加速化を図
り、低炭素社会の実現を目指しているところである。
　本県においても、地球温暖化対策を計画的・体系的に推進するた
め「とやま温暖化ストップ計画」の改定作業を進めるとともに、森
林吸収源対策の充実や全国に先駆けたレジ袋の無料配布の廃止、小
水力発電の計画的整備など、県民・事業者・行政が一体となって取
組みを進めている。また、Ｇ７富山環境大臣会合を踏まえ開催した
「２０１６北東アジア自治体環境フォーラムinとやま」で採択された
「２０１６とやま宣言」に基づき、地球環境問題への積極的な貢献、環
境教育の推進などに取り組んでいるところである。
　ついては、地方における地球温暖化対策等に関する取組みを確実
に推進するため、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　地域における気候変動適応策の推進のため、適応に関する
情報収集・分析・提供等の体制整備への支援の充実に努める
こと

２　地方自治体による地球温暖化対策を一層推進するため、公
共施設の省エネルギー診断、再生可能エネルギー導入等への
支援の継続に努めること

３　環境に配慮した住宅、自動車や産業用省エネ設備、エネル
ギー管理システムの導入促進など省エネルギーの普及に関す
る制度、支援の充実に努めること

４　地熱資源開発に対する支援等の必要な予算の確保など地域
特性を活かした再生可能エネルギーの普及に関する支援の充
実に努めること
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７３　環日本海地域の環境保全施策（漂着ごみ、
　　生物多様性、ＰＭ２．５対策等）の推進について

（環境省、外務省、国土交通省）

　日本・中国・韓国・ロシアが共同で北西太平洋の環境保全に取り
組む北西太平洋地域海行動計画（ＮＯＷＰＡＰ）が採択され、その
地域調整部（ＲＣＵ）が本県と韓国釜山に共同設置されているほか、
本県が設立した（公財）環日本海環境協力センター（ＮＰＥＣ）が
特殊モニタリング・沿岸環境評価地域活動センター（ＣＥＡＲＡＣ）
に指定されている。
　また、「Ｇ７富山環境大臣会合」を踏まえ、平成２８年５月に本県で
開催した「２０１６北東アジア自治体環境フォーラムinとやま」におい
て「２０１６とやま宣言」が採択されている。
　本県では、この宣言に基づき、環日本海地域の地方自治体等と連
携して、海岸生物調査、マイクロプラスチックを含む海岸漂着物の
調査と発生抑制に向けた環境学習・啓発、環境関連情報の共有・発
信などの国際環境協力事業に取り組むとともに、衛星画像解析によ
る富山湾の藻場の生息状況等の調査を実施している。
　さらに、ＰＭ２．５については、平成２６年２月に本県初の注意喚起を
実施しており、県内の監視体制の強化を図っているほか、その原因
の一つとされる揮発性有機化合物の中国遼寧省における対策に技術
協力しているところである。
　ついては、環日本海地域の環境保全施策を一体的に推進するため、
次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　北西太平洋地域海行動計画（ＮＯＷＰＡＰ）地域調整部
（ＲＣＵ）富山事務所並びに地域活動センター（ＣＥＡＲＡＣ）
への支援の確保等

２　北東アジア地域の産学官が連携して取り組む生物多様性、
気候変動、海洋ごみなどの国際的な環境問題について、各地
で実施する漂着物の発生抑制に向けた環境学習・啓発などの
取組みへの支援と国における対策の充実

３　ＰＭ２．５による健康影響や発生実態などの科学的知見の充
実と国民への適切な情報提供、国と地方の研究機関の連携に
よる実態把握や対策に向けた調査研究の推進、関係国に対す
る発生源対策の促進の働きかけ

４　海岸漂着物等の発生抑制や回収処理に対する地方（海岸管
理者、市町村等）への財政支援のための十分な予算の確保と
充実
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７４　自然環境保全施策（国立公園の施設整備、
　　野生鳥獣管理）の推進について

（環境省）

　中部山岳国立公園は、我国を代表する傑出した景観、良好な生態
系を有しているが、老朽化した登山道等の再整備、増加する公園利
用者に対する利便性の向上や安全対策、また増加が著しい外国人利
用者に対する新たな対応が求められてきている。
　このため、多くの観光客や登山者が訪れる、室堂集団施設地区や
黒部峡谷欅平など、国立公園の保護及び利用上重要な地域において
は、老朽化した施設の改良や再整備、外国人にも対応した案内看板
等、国直轄事業や国交付金事業による施設整備を着実に実施する必
要があり、この際、インバウンドに向けた環境整備のため、国際観
光旅客税の多様な活用も重要である。
　また、本県においては指定管理鳥獣（ニホンジカやイノシシ）の
生息数の増加や生息域の拡大が急速に進み、農林業や生活環境、自
然環境への被害を発生させている。
　県では、平成２７年度から県が主体となる指定管理鳥獣捕獲等事業
に取り組み、捕獲効率の向上や生息状況の調査、担い手育成などを
積極的に実施してきたが、更に平成３０年度から専門的で効率的な捕
獲を行う「富山県捕獲専門チーム」を設置し、体制の強化を図って
いる。
　ついては、本県の優れた自然環境の保全と利用、野生鳥獣管理の
推進を図るため、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　中部山岳国立公園の整備の推進
　⑴　直轄事業
　　　・歩くアルペンルート（千寿ヶ原弘法線）
　　　・雷鳥沢休憩所（改修・噴石対策）
　　　・弥陀ヶ原園地（カルデラルートの再整備）
　　　・室堂集団施設地区（歩道のユニバーサルデザイン化）
　⑵　国交付金事業
　　　・立山地域（立山地区・薬師岳地区・欅平地区）
２　指定管理鳥獣捕獲等事業予算の確保
　　・計画策定や効果的捕獲、担い手の育成などに必要な予算

の十分な確保
　　・国による定期的な生息状況等の全国調査の実施や各県が

実施する調査の統一基準の策定



―　　―８７

７５　原子力防災対策の強化について
（環境省（原子力規制委員会、原子力規制庁）、内閣府、総務省）

　富山県では、原発立地県等との広域連携を図りながら、「原子力災
害対策指針」等を踏まえ、県防災会議等で議論し、ＵＰＺの設定や
原子力災害医療体制など、県民の安全・安心を確保できるよう「地
域防災計画（原子力災害編）」の改定や広域避難を盛り込んだ県避難
計画要綱等を策定している。
　県としては、地域防災計画等に基づき、原子力災害の発生や拡大
防止に向けた具体的な施策の一層の強化に取り組むこととしている。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　原子力安全対策の充実
　⑴　安定ヨウ素剤について、配布・服用の基準や責任の所在

を明確にするとともに、副作用等に関する住民への説明や
配備体制の整備について万全の措置を講じること

　⑵　避難者の避難退域時検査における人員や資機材の配備等
について、災害時に機能できる体制を構築するとともに、
広域避難等における関係自治体や関係機関との調整及び避
難先への人員と資機材等の支援体制の構築や、ＵＰＺ外の
社会福祉施設等への避難における特例措置の制度化など、
実効性ある避難計画の策定のための支援を行うこと

　⑶　ＵＰＺ外の緊急時モニタリングについて、国の責任にお
いて、時間的・空間的に連続した放射線状況を確実に把握
できる体制を構築するとともに、ＵＰＺ外へ屋内退避等の
範囲を拡張する際、必要となる防護措置について万全の措
置を講じること

　⑷　緊急時におけるＳＰＥＥＤＩ等の放射性物質の大気中拡
散予測に関する情報の具体的活用方法について、検討を進
め必要な対策を講じること

　⑸　熊本地震を踏まえ、家屋が倒壊した場合の屋内退避等の
対応について、原子力災害対策指針等に反映し、速やかに
示すこと

２　原子力発電所の安全対策の徹底
　⑴　福島第一原発事故を踏まえた新規制基準について、最新

の知見等を踏まえ絶えず見直しを行うなど、原発の安全確
保対策を拡充強化するとともに、電力会社に対する指導を
徹底すること

　⑵　原発の安全確保や再稼働について、国において、科学的
な調査・分析、十分な検証等を行い総合的に判断し、その
結果を周辺県や住民等も理解し納得できるよう丁寧に説明
するとともに、その具体的な手順や対象等を明確に示すこ
と。また、電力会社が住民へ十分な説明を行うよう、国が
指導すること

　⑶　電力会社が行う原発敷地内の断層調査について、活断層
の有無や関連する科学的事実を十分検証し、その結果を明
らかにすること

３　原子力防災対策に対する支援
　⑴　地方公共団体が、環境放射線モニタリングや原子力防災

訓練の実施、原子力災害医療体制の整備など原子力防災対
策に要する経費について、職員の人件費も含め、確実に財
政措置を講じること

　⑵　地方公共団体職員や民間事業者への原子力防災研修につ
いて国の責任において実施するとともにその内容を充実す
ること



―　　―８８

７６　陸上自衛隊富山駐屯地の施設及び周辺地域の
　　整備事業の促進について

（防衛省）

　陸上自衛隊富山駐屯地は、本県において唯一実動部隊が配置され
ている自衛隊施設であり、国土防衛はもとより、震災や豪雨などの
災害時における派遣など国民の生命や財産の安全確保に、その任務
の重要性はますます高まってきている。
　特に、熊本地震や東日本大震災における救命救助、行方不明者の
捜索、その他支援活動は、国民の生命や財産の安全確保に自衛隊は
欠くことのできない存在であることを強く印象付けた。
　本県は、比較的大規模災害の発生が少ないものの、呉羽山断層帯、
砺波平野断層帯東部等の国内でも発生確率が高いとされる断層が縦
走するなど大規模地震のおそれがあるとともに、沿岸部の津波や集
中豪雨による河川の氾濫など災害の危険性を有しており、災害を起
因とした孤立集落や遭難者の発生が懸念されているところである。
　こうしたことから、富山駐屯地の拡張による防災拠点機能の拡充
を要望し、国においては平成２６年度に富山駐屯地拡張基本構想をと
りまとめられたところであり、今後は、大規模災害時に大型ヘリコ
プターを活用した十分な防災活動ができるよう、基本構想に基づく
事業の継続的な促進が望まれる。
　ついては、富山駐屯地の拡張及び周辺地域の整備が早期に実現す
るよう、次の事項について格段の配慮を願いたい。

１　防衛や災害への対処に万全を期すため、大型ヘリコプター
の離発着が可能な施設整備及び駐屯地への進入路増設の早期
実現を図ること

２　駐屯地整備にあたっては、近隣住民の民生安定に向けた防
衛施設の周辺整備事業等の促進を行うこと
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